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令和４年６月３０日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和元年(ワ)第３２２３９号 特許権侵害損害賠償請求事件 

口頭弁論終結日 令和４年３月２９日 

判        決 

 5 

    原        告      株式会社ＤＡＰリアライズ 

 

 

被     告      シ ャ ー プ 株 式 会 社 

 10 

同訴訟代理人弁護士      生   田   哲   郎 

同               佐   野   辰   巳 

主        文 

１ 被告は、原告に対し、８１９万９４５８円及びこれに対する令

和元年１２月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員15 

を支払え。 

２ 原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却す

る。 

３ 訴訟費用はこれを４分し、その１を被告の負担とし、その余は

原告の負担とする。 20 

４ この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 １ 主位的請求 

  被告は、原告に対し、３０００万円及びこれに対する令和元年１２月１３日25 

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 



 

2 

 

２ 予備的請求 

  被告は、原告に対し、３０００万円及びこれに対する令和元年１２月１３日

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

 １ 事案の要旨 5 

   本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用した

パーソナルコンピュータシステム」とする特許第４５５５９０１号の特許（以

下「本件特許」という。）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）の特許

権者である原告が、別紙「被告製品目録」記載の各製品（以下、併せて「被告

各製品」という。）が本件特許の特許請求の範囲の請求項１記載の発明（以下「本10 

件発明」という。）の技術的範囲に属するものであり、被告による被告各製品の

製造販売が本件特許権の侵害に当たると主張して、主位的に、(1) 不法行為に

よる損害賠償請求権に基づき、被告各製品に係る実施料相当額（特許法１０２

条３項）の合計７億２０００万円の一部として、３０００万円及びこれに対す

る訴状送達の日の翌日である令和元年１２月１３日から支払済みまで平成２９15 

年法律第４４号による改正前の民法（以下「改正前民法」という。）所定の年５

分の割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に、(2) 本件発明の実施料相

当額の支払を免れたことによる不当利得返還請求権に基づく、利得金の合計７

億２０００万円の一部として、３０００万円及びこれに対する訴状送達の日の

翌日である令和元年１２月１３日から支払済みまで改正前民法所定の年５分の20 

割合による遅延損害金の支払を求める事案である。   

 ２ 前提事実（当事者間に争いがない事実並びに後掲の証拠（以下、書証番号は

特記しない限り枝番を含む。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実） 

  (1) 当事者 

   ア 原告 25 

     原告は、各種情報処理・通信システムの考案・開発等を目的とする株式
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会社である。 

   イ 被告 

     被告は、電機メーカーであり、スマートフォンを始めとする携帯情報通

信装置の企画、製造、販売等を行っている株式会社である。 

  (2) 本件特許 5 

   ア 原告は、平成１７年１２月２１日（優先日平成１６年１２月２４日及び

平成１７年７月２８日、優先権主張国日本）を出願日とする特許出願（特

願２００５－３６７３７３号）の一部を分割して出願した特許出願（特願

２００６－２７７０６２号）の一部を更に分割して、平成２０年６月２３

日、新たに本件特許の特許出願（特願２００８－１６２６７８号。以下「本10 

件出願」という。）をし、平成２２年７月３０日、本件特許権の設定登録（請

求項の数４）を受けた（甲１ないし３）。 

   イ 原告は、平成２８年５月１９日、本件出願の願書に添付した特許請求の

範囲を訂正することを求める旨の訂正審判請求（訂正２０１６－３９００

６９号事件）をしたところ、特許庁は、同年１０月１７日、上記特許請求15 

の範囲の請求項２ないし４について訂正することを認める一方、同請求項

１に係る訂正についての審判請求は成り立たない旨の審決をした。そこで

原告は、同年１１月２９日、審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２８

年（行ケ）第１０２５７号事件）を提起したが、同裁判所は、平成２９年

１０月１９日、原告の請求を棄却する判決をし、上記審決は同年１１月７20 

日確定した（甲１、３）。 

   ウ 原告は、平成３０年４月９日、上記イの特許請求の範囲を本件特許の特

許請求の範囲のとおり訂正すること（以下「本件訂正」という。）を求める

旨の訂正審判請求（訂正２０１８－３９００７０号事件）をしたところ、

特許庁は、同年７月２５日、本件訂正を認める旨の審決をし、同審決は、25 

同年８月２日確定した（以下「本件訂正審判」という。審決確定後の請求
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項の数１。甲１、３）。 

   エ 本件特許の訂正請求 

     被告は、本件特許について無効審判を請求したところ（無効２０２０－

８０００３２）、原告は、令和３年３月２２日付で、請求項１を次のとおり

訂正することを求める訂正請求を行った。そして、特許庁は、同年１０月5 

１２日、同訂正請求をいずれも認めた上、無効審判請求を不成立とする旨

の審決をした（甲５４）。 

(ｱ) 訂正事項１ 

「を備える携帯情報通信装置において、」 

とあるのを、 10 

「を備え、 

前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像

度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号

に変換の上、前記中央演算回路に送信し、前記中央演算回路が該デジタ

ル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理し、前15 

記グラフィックコントローラが、該中央演算回路の処理結果に基づき、

前記単一のＶＲＡＭに対してビットマップデータの書き込み／読み出し

を行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」

を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段又は前記イ

ンターフェース手段に送信して、前記ディスプレイ手段又は前記外部デ20 

ィスプレイ手段に画像を表示する機能（以下、「高解像度画像受信・処理・

表示機能」と略記する）を有する、 

携帯情報通信装置において、」 

と訂正する。 

(ｲ) 訂正事項２ 25 

「前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が「本来
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解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を処

理して画像を表示する場合に、」 

とあるのを、 

「前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が前記高

解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、」 5 

と訂正する。 

  (3) 特許請求の範囲 

    本件特許の特許請求の範囲の請求項１（本件訂正後のもの）は、別紙「特

許請求の範囲」記載のとおりである。 

  (4) 本件発明の構成要件の分説 10 

    本件発明は、次のとおり、構成要件ＡないしＫに分説することができる（以

下、分説に係る各構成要件については頭書の符号に対応させて「構成要件Ａ」

などという。）。 

   Ａ ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを後

記中央演算回路へ送信する入力手段と； 15 

   Ｂ 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信

するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に

変換して送信する無線通信手段と； 

   Ｃ 後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可

能なデータファイルとを格納する記憶手段と； 20 

   Ｄ 前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラ

ムとに基づき、前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理

を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処

理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出

した上で処理する中央演算回路と、該中央演算回路の処理結果に基づき、25 

単一のＶＲＡＭに対してビットマップデータの書き込み／読み出しを行
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い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生

成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インター

フェース手段に送信するグラフィックコントローラと、から構成されるデ

ータ処理手段と； 

   Ｅ 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディ5 

スプレイパネルと、前記グラフィックコントローラから受信したデジタル

表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディ

スプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と； 

   Ｆ 外部ディスプレイ手段を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段を接続

するかする周辺装置を接続し、該周辺装置に対して、前記グラフィックコ10 

ントローラから受信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信

するインターフェース手段と； 

   Ｇ を備える携帯情報通信装置において、 

   Ｈ 前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が「本来解像

度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を処理して15 

画像を表示する場合に、前記単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネ

ルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み

出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を

生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能

と、前記単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より20 

大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出

したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジ

タル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と、を実現し、 

   Ｉ 前記インターフェース手段は、前記グラフィックコントローラから受信

した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルＲ25 

ＧＢ、ＴＭＤＳ、ＬＶＤＳ（又はＬＤＩ）及びＧＶＩＦのうちのいずれか
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の伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外

部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する、 

   Ｊ ことにより、 

     前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度

より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした、 5 

   Ｋ ことを特徴とする携帯情報通信装置。 

  (5) 被告各製品の構成 

   ア イ号製品の本件発明に対応する構成 

イ号製品の構成を、本件発明の構成要件に対応させて表現すれば、次のと

おりになる。 10 

   ａ 入力手段としての、タッチパネルを備える。 

このタッチパネルは、ユーザーがマニュアル操作によって入力したデ

ータを、中央演算回路であるモバイルプロセッサ（ Qualcomm 製

Snapdragon ＭＳＭ８９６０。以下「ＭＳＭ８９６０」という。）に送信

する。 15 

ｂ 無線通信手段としての、無線通信用メインアンテナ及び無線送受信用

ＩＣを備える。 

この無線通信用メインアンテナ及び無線送受信用ＩＣは、無線信号を

受信してデジタル信号に変換の上、ＭＳＭ８９６０（中央演算回路）に送

信するとともに、ＭＳＭ８９６０（中央演算回路）から受信したデジタル20 

信号を無線信号に変換して送信する。 

ｃ 記憶手段としての、内部メモリ及び外部メモリであるｍｉｃｒｏＳＤカード

を備える。 

この内部メモリは、ＭＳＭ８９６０（中央演算回路）を動作させるプ

ログラムを格納する。 25 
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また、このｍｉｃｒｏＳＤカードは、ＭＳＭ８９６０（中央演算回路）で処

理可能なデータファイルを格納する。 

ｄ データ処理手段としての、ＭＳＭ８９６０（中央演算回路）を備える。 

そして、このＭＳＭ８９６０は、タッチパネル（入力手段）から受信し

たデータと内部メモリ（記憶手段）に格納されたプログラムとに基づき、5 

メインアンテナ及び無線送受信用ＩＣ（無線通信手段）から受信したデジ

タル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成す

るか、又は、自らが処理可能なデータファイルとしてｍｉｃｒｏＳＤカード（記

憶手段）に一旦格納し、その後読み出した上で処理する。 

イ号製品は、ＭＳＭ８９６０が生成した内部用表示データ及び外部用10 

表示データを書き込み／読み出しを行う外部ＳＤＲＡＭを備えており、

当該ＳＤＲＡＭは４ギガビットのＳＤＲＡＭ２個から構成された合計８

ギガビット（１ギガバイト）のＲＡＭになっている。 

ＭＳＭ８９６０は、処理結果に基づきデジタル表示信号とＨＤＭＩ信

号を生成し、当該デジタル表示信号又はＨＤＭＩ信号をディスプレイ制15 

御手段である液晶ドライバ又はインターフェース手段であるＭＨＬトラ

ンスミッタに送信する。 

ｅ ディスプレイ手段としての、液晶ディスプレイパネル（ディスプレイパネ

ル）と液晶ドライバ（ディスプレイ制御手段）を備える。 

そして、この液晶ディスプレイパネルは、画面解像度が 1280×720 画素20 

であり、画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示す

る。 

また、この液晶ドライバは、ＭＳＭ８９６０から受信したデジタル表示

信号に基づき液晶ディスプレイパネル（ディスプレイパネル）の各々の画

素を駆動する。 25 
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ｆ インターフェース手段としての、ＭＨＬトランスミッタ及びｍｉｃｒｏＵＳ

Ｂ端子を備える。 

そして、このｍｉｃｒｏＵＳＢ端子は、外部ディスプレイ手段を備える周辺

装置を接続することができる。 

また、ＭＨＬトランスミッタは、ＭＳＭ８９６０から受信したＨＤＭＩ5 

信号に基づき、ＭＨＬ信号をｍｉｃｒｏＵＳＢ端子を介して周辺装置に送信す

る。 

ｇ 以上を備えるスマートフォン（携帯情報通信装置）である。 

ｈ ＭＳＭ８９６０は、無線送受信用ＩＣから受信した画像ファイルデー

タをデコードして、デコード後画像データを生成する。 10 

ＭＳＭ８９６０は、デコード後画像データを処理して、内蔵用表示デ

ータを生成する。 

ＭＳＭ８９６０は、生成した内蔵用表示データを外部ＳＤＲＡＭの内

蔵用表示データ用のメモリエリアに書き込み／読み出しを行い、液晶ド

ライバに送信する。 15 

ＭＳＭ８９６０は、生成した内蔵用表示データを、補間又は間引き等

の処理を行い、外部表示用データを生成し、外部ＳＤＲＡＭの外部表示

用データ用のメモリエリアに書き込み／読み出しを行い、ＨＤＭＩ信号

としてＭＨＬトランスミッタに送信する。 

ＭＳＭ８９６０は、外部から「本来解像度がディスプレイパネルの画20 

面解像度より大きい画像データ」（1920×1080 画素）を受信して、その

画像を外部ディスプレイに表示させる場合、まず、外部から受信した画

像データに間引き処理をして 1280×720 画素の内蔵表示データを生成し、

さらに、その内蔵用表示データに補間処理をして 1920×1080 画素の外

部用表示データを生成する。 25 
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ｉ ＭＨＬトランスミッタは、ＭＳＭ８９６０から受信したＨＤＭＩ信号を、

ＭＨＬ信号に変換し、該ＭＨＬ信号をｍｉｃｒｏＵＳＢ端子を介して周辺装

置に送信する。 

ｊ 外部ディスプレイ手段に 1920×1080 画素の画像を表示させる場合で

あっても、その画像は、液晶ディスプレイパネル用（内部用）の 1280×5 

720 画素の画像データに基づいて、画素を補間して拡大した画像であっ

て、画像解像度は、1280×720 である。 

ｋ スマートフォン（携帯情報通信装置）である。 

   イ ロ号製品は、イ号製品と同じ構成を有する。 

ウ ハ号製品は、モバイルプロセッサがＡＰＱ８０６４であること、及び、10 

ＲＡＭが４ギガビットのＳＤＲＡＭ４個で構成されていることを除き、イ

号製品と同じ構成を有する。 

エ ニ号製品は、モバイルプロセッサが、ＭＳＭ８６６０Ａであることを除

き、イ号製品と同じ構成を有する。 

オ ホ号製品は、液晶ディスプレイパネルの画面解像度が 1280×800 画素で15 

あることを除き、イ号製品と同じ構成を有する。 

カ へ号製品は、モバイルプロセッサがＭＳＭ８２６０Ａであることを除き、

イ号製品と同じ構成を有する。 

キ ト号製品は、モバイルプロセッサがＡＰＱ８０６４であること、及び、

ＲＡＭが４ギガビットのＳＤＲＡＭ４個で構成されていることを除き、イ20 

号製品と同じ構成を有する。 

  (6) 被告による被告各製品の製造販売 

    被告は、平成２４年頃から平成２６年頃までの間に、被告各製品を製造、

販売した（弁論の全趣旨）。  

    被告各製品の販売状況は、別紙「被告各製品の売上高」記載のとおりであ25 
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る（弁論の全趣旨）。 

 ３ 争点 

  (1) 被告各製品は、本件発明の構成要件を充足するか（争点１） 

   ア 被告各製品は、「グラフィックコントローラ」を備えているか（構成要件

Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｈ、Ｉの充足性）（争点１－１） 5 

イ 被告各製品は、データ処理手段における「処理」を行っているか（構成

要件Ｄの充足性）（争点１－２） 

ウ 被告各製品における、「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度

より大きい画像データ」の処理方法は、本件発明の処理方法と異なるか（構

成要件Ｈの充足性）（争点１－３） 10 

エ 被告各製品は、「単一のＶＲＡＭ」を備えているか（構成要件Ｄ、Ｈの充

足性）（争点１－４） 

(2) 無効の抗弁（特許法１０４条の３第１項）の成否（争点２） 

  ア 特開２０００－６６６４９号公報（乙１。以下「乙１公報」という。）を

主引例とする新規性欠如又は進歩性欠如（無効理由１）（争点２－１） 15 

  イ 特開２００４－２１４７６６号公報（乙５。以下「乙５公報」という。）

を主引例とする進歩性欠如（無効理由２）（争点２－２） 

ウ 「単一のＶＲＡＭ」なる語句の意義が不明瞭であることによる明確性要

件違反（無効理由３）（争点２－３） 

エ 本件明細書に「単一のＶＲＡＭ」としたことの作用効果の記載がないこ20 

とによるサポート要件違反（無効理由４）（争点２－４） 

オ 訂正要件違反（無効理由５）（争点２－５） 

  カ 本件明細書に「適切に処理する」以外の処理が記載されていないことに

よるサポート要件違反（無効理由６）（争点２－６） 

(3) 訂正の対抗主張の可否（争点３） 25 

(4) 特許権侵害の不法行為による損害の発生の有無及びその額（争点４） 
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(5) 本件発明の実施についての不当利得返還義務の有無及び返還すべき利得

の額（争点５） 

(6) 不法行為に基づく損害賠償請求権についての消滅時効の成否（争点６） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

 １ 争点１－１（被告各製品は、「グラフィックコントローラ」を備えているか（構5 

成要件Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｈ、Ｉの充足性））について   

（原告の主張）   

被告各製品のモバイルプロセッサは、ＣＰＵとＧＰＵから構成されており、

ＧＰＵはグラフィックコントローラと呼ばれるのであるから、被告製品におい

ては、モバイルプロセッサに内蔵されるＧＰＵがグラフィックコントローラに10 

相当する。 

また、構成要件Ｄでは、データ処理手段が、中央演算回路とグラフィックコ

ントローラとから構成されることを特定するものであり、携帯情報通信装置が、

部品としての中央演算回路と部品としてのグラフィックコントローラを備える

ことは特定していないのであるから、一つのモバイルプロセッサにおいて、Ｃ15 

ＰＵ機能とＧＰＵ機能が区別されていれば十分である。 

（被告の主張）  

原告の主張は、否認又は争う。 

被告各製品では、液晶コントローラを用いることなく、モバイルプロセッサ

から液晶ドライバ又はＭＨＬトランスミッタに表示データを送信している。 20 

したがって、被告各製品は、液晶コントローラを備えていない。 

また、本件発明は、中央演算回路とグラフィックコントローラをそれぞれ備

えることが構成要件とされているのに対し（構成要件Ｄ）、被告各製品は、一つ

のモバイルプロセッサのみを備えるのであるから、構成要件Ｄを充足しない。 

２ 争点１－２（被告各製品は、データ処理手段における「処理」を行っている25 

か（構成要件Ｄの充足性））について 
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（原告の主張） 

構成要件Ｄにおける「処理」とは、信号を別の信号へと変換する信号処理又

はデータを別形式のデータへと変換するデータ処理である。 

被告各製品のＣＰＵは、デコード、間引き処理、補間処理といった処理を行

っており、これはデータを別の形式のデータへと変換するデータ処理である。 5 

したがって、被告製品のＣＰＵは、「処理」を行っている。 

（被告の主張）  

構成要件Ｄにおける「処理」とは、明細書の段落【００３２】における「適

切に処理する」ことであり、具体的には、データ処理手段が画像データファイ

ルについて、物理的な現実化にあたって、画素数を間引いて表示画像の画素数10 

を少なくしたり、画素を補間して表示画像の画素数を多くしたりといったこと

をしない処理をすることをいうものと解される。 

被告製品では、画素数を間引いて表示画像の画素数を少なくしたり、画素を

補間して表示画像の画素数を多くしたりといった処理を行っているから、構成

要件Ｄにおける「処理」を行っていない。 15 

３ 争点１−３（被告各製品における、「本来解像度がディスプレイパネルの画面

解像度より大きい画像データ」の処理方法は、本件発明の処理方法と異なるか

（構成要件Ｈの充足性））について 

（原告の主張）  

被告各製品のモバイルプロセッサに内蔵されるＧＰＵは、携帯情報通信装置20 

が「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を

処理して画像を表示する場合に、付加機能Ｈ１（単一のＶＲＡＭ から「前記デ

ィスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデー

タ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信

号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機25 

能）及び付加機能Ｈ２（単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面
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解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該

読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デ

ジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能）を実現する。 

したがって、被告各製品における「本来解像度がディスプレイパネルの画面

解像度より大きい画像データ」の処理方法は、構成要件Ｈに記載の方法とは異5 

なっておらず、構成要件Ｈに記載の方法の範疇に含まれる。 

被告の主張は、本件発明のデータ処理手段が補間処理も間引き処理もしない

ということを前提とするものであるが、構成要件Ｈではそのような特定はされ

ていないのであるから、失当である。 

 （被告の主張） 10 

被告各製品では、まず元の画像から間引き処理をして 1280×720 画素の内蔵

ディスプレイ用の画像を生成し、その内蔵ディスプレイ用の画像データを補間

処理して 1920×1080 画素の外部ディスプレイ用画像データを生成している。 

これに対して、本件発明では、デコードされた元の画像データを「単一のＶ

ＲＡＭ」に対して書き込み／読み出しを行い（構成要件Ｄ）、該「単一のＶＲＡ15 

Ｍ」から「前記ディスプレイパネルの解像度と同じ解像度を有する画像のビッ

トマップデータ」（＝1280×720 画素のビットマップデータ）を読み出してデジ

タル表示信号を生成し前記ディスプレイ制御手段（＝液晶ドライバ）に送信し

て（構成要件Ｈの３～６行目）、内蔵ディスプレイに表示させている。このとき、

補間処理も間引き処理もせずに「読み出し」のみを行っているから、内蔵ディ20 

スプレイパネルには、「単一のＶＲＡＭ」に書き込まれた画像データ（2880×1620

画素の画像データ）の一部が表示されることになる。また、本件発明では、該

「単一のＶＲＡＭ」から「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きな解

像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、それを外部ディスプレ

イに表示させている（構成要件Ｈの６～１０行目）。このときも補間処理も間引25 

き処理もせずに「読み出し」を行っているから、元の画像の画素数が外部ディ
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スプレイの画素数と同じ場合では外部ディスプレイに元の画像の全体が表示さ

れ、元の画像の画素数が外部ディスプレイの画素数より大きい場合では外部デ

ィスプレイに元の画像の一部が表示されることになる。 

以上のように、被告製品における「本来解像度がディスプレイパネルの画面

解像度より大きい画像データ」の処理方法が、本件発明の構成要件Ｈに記載さ5 

れた処理方法と異なっている。 

よって、被告製品は、構成要件Ｈを充足しない。 

 ４ 争点１−４（被告各製品は、「単一のＶＲＡＭ」を備えているか（構成要件Ｄ、

Ｈの充足性））について 

（原告の主張） 10 

  構成要件Ｄ、Ｈの「単一のＶＲＡＭ」は、ＶＲＡＭが、物体として分離して

いる複数の部品から構成されていない、という意味である。 

被告各製品が備える外部ＳＤＲＡＭは、１個のマルチチップパッケージのＲ

ＡＭであり、物体として分離している複数の部品から構成されていない。すな

わち、一旦樹脂モールドでまとめられた複数のＳＤＲＡＭを再び分離しようと15 

すると、もはや部品としての機能を失ってしまうから、樹脂モールドでまとめ

られた複数のＳＤＲＡＭは物体として分離しているとはいえない。 

したがって、被告各製品が備える外部ＳＤＲＡＭは、「単一のＶＲＡＭ」に

相当する。 

（被告の主張） 20 

本件発明では、一つの仮想画面のビットマップデータが書き込まれるメモリ

領域と、内蔵用ディスプレイ用ビットマップデータ及び外部ディスプレイ用ビ

ットマップデータが切り出されるメモリ領域が同一であることから、「単一の

ＶＲＡＭ」に対してビットマップデータの書き込み／読み出しをしていること

になる。 25 

これに対し、被告各製品では、モバイルプロセッサで生成した内蔵用表示デ



 

16 

 

ータは、ＳＤＲＡＭの内蔵用表示データ用のメモリエリアに書き込み／読み出

しがされ、外部用表示データはＳＤＲＡＭの外部表示データ用のメモリエリア

に書き込み／読み出しがされ、内蔵用表示データのメモリエリアと外部用表示

データのメモリエリアが異なっている。 

したがって、「単一のＶＲＡＭ」の要件を満たさない。また、仮に、「単一の 5 

ＶＲＡＭ」を物理的に分離した複数の部品から構成されていないという意味で

あると解釈した場合、被告各製品のＲＡＭは２個又は４個の４ギガビットのＳ

ＤＲＡＭが樹脂モールドでまとめられたＳＤＲＡＭであり、物理的に分離した

複数の部品から構成されているから、この意味でも被告各製品は、「単一のＶ

ＲＡＭ」の要件を満たさない。 10 

 ５ 争点２－１（乙１公報を主引例とする新規性欠如又は進歩性欠如）（無効理由

１）について 

 （被告の主張） 

  (1) 本件発明と乙１公報に記載された発明（以下「乙１発明」という。）との一

致点 15 

 本件発明と乙１発明は次の点で一致する（符号に付したカンマは本件発明

の構成要件と一致していない要件を示す。）。 

（Ａ）ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを

後記中央演算回路へ送信する入力手段と； 

（Ｃ）後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理20 

可能なデータファイルとを格納する記憶手段と； 

（Ｄ’）前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプロ

グラムとに基づき、デジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデ

ジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルと

して前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出した上で処理する中央演算25 

回路と、該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のＶＲＡＭに対してビ
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ットマップデータの書き込み／読み出しを行い、「該読み出したビットマッ

プデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を

後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するグラ

フィックコントローラと、から構成されるデータ処理手段と； 

（Ｅ）画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するデ5 

ィスプレイパネルと、前記グラフィックコントローラから受信したデジタ

ル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディ

スプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と； 

（Ｆ’）外部ディスプレイ手段を備える周辺装置を接続し、該周辺装置に対し

て、前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づ10 

き、外部表示信号を送信するインターフェース手段と； 

（Ｇ’）を備える携帯装置において、 

（Ｈ’）前記グラフィックコントローラは、前記単一のＶＲＡＭから「前記デ

ィスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップ

データ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタ15 

ル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段

に送信する機能と、前記単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの

画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み

出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を

生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能20 

と、を実現する、 

（Ｊ）ことにより、 

    前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度よ

り大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした、 

（Ｋ’）ことを特徴とする携帯装置。 25 

(2)  本件発明と乙１発明との相違点 
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 本件発明と乙１発明は次の点で相違する。 

ア 相違点１ 

     本件発明は、「無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演

算回路に送信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号

を無線信号に変換して送信する無線通信手段」を備えているのに対し、乙5 

１発明には「無線通信手段」について特定されていない点。 

イ 相違点２ 

 本件発明の「中央演算回路」は、「無線通信手段」から「デジタル信号」

を受信しているが、乙１発明の「ＣＰＵ１０」は「表示データ」をどこか

ら受信したかについて、特定されていない点。 10 

   ウ 相違点３ 

     本件発明は「携帯情報通信装置」についての発明であるが、乙１発明は

「携帯装置」であって、「情報通信」を行う点について、特定されていない

点。 

   エ 相違点４ 15 

 本件発明の「携帯情報通信装置」が、「画像を表示する場合」に、「「本来

解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を処理」

しているのに対し、乙１発明の「携帯装置」は、「画像データを処理」して

「画像を表示する」ことについて、特定されていない点。 

   オ 相違点５ 20 

     本件発明の「グラフィックコントローラ」は、「本来解像度がディスプレ

イパネルの画面解像度より大きい画像データ」の処理を行っているが、乙

１発明は、「表示コントローラ２０」が「画像データ」を取り扱うことにつ

いて、特定されていない点。 

     なお、無効審判の通知書（乙８）では、乙１発明について、「「内部表示25 

装置２２」の「解像度」より大きい「解像度」を「本来解像度」とする」
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ことが特定されていない点も相違点と認定している（乙８・２５頁）。しか

し、本件明細書【００３２】の「表示信号等の「本来画像」とは、十分な

大きさの画面解像度を有するディスプレイ手段、又は、データ処理手段と

十分な大きさの画面解像度を有するディスプレイ手段とが、該表示信号等

を受信して適切に処理することにより表示される本来の画像を意味し、5 

「本来解像度」とは「本来画像」の解像度を意味する」との記載に照らせ

ば、乙１発明の「表示コントローラ２０」が取り扱っている外部表示装置

用の表示データの解像度（６４０×４８０）は、「内部表示装置２２」の解

像度（６４０×２４０）より十分に大きいことから、この解像度は「本来

解像度」と推定できる。したがって、「「内部表示装置２２」の「解像度」10 

より大きい「解像度」を「本来解像度」とする」点は、本件発明と乙１発

明の相違点ではない。 

   カ 相違点６ 

 本件発明の「インターフェース手段」は、「デジタル外部表示信号」を送

信する際に、「デジタルＲＧＢ、ＴＭＤＳ、ＬＶＤＳ（又はＬＤＩ）及びＧ15 

ＶＩＦのうちのいずれかの伝送方式」に変換するのに対し、乙１発明では

「伝送方式」について特定されていない点。 

  (3) 前記各相違点が当業者にとって容易想到であったこと 

    前記各相違点は、いずれも以下に述べるように、優先日前に当業者が容易

に想到できたことである。 20 

ア 相違点１について 

     乙１発明には「無線通信手段」について特定されていない。しかし、乙

第１号証には、「また、通信媒体により伝送して各種装置に提供することも

可能である。」（乙１【０１０３】）と記載されていることから、乙１発明で

は通信媒体の存在が予定されている。また、この通信媒体が有線か無線か25 

は特定されていないが、有線通信では携帯情報端末としての携帯性が著し
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く損なわれることから、当業者は無線通信を選択することが必然である。

また、無線通信の信号は無線信号であり、中央演算回路に送信する信号が

デジタル信号であることが技術常識である。これらのことから、相違点１

は、単に乙１に明文で記載されていないだけの形式的相違点であって実質

的な相違点ではないと評価すべきであり、仮に実質的な相違点であるとし5 

ても、優先日当時の当業者の通常の創作能力により容易に想到できたもの

である。 

また、乙５には「制御部１０は、送受信部１１を介して指定サーバから

所望のＷｅｂコンテンツ情報を取得して画像出力部１７に送出し、該情報

を外部出力するように要求する」（乙５【００２０】）と記載されている。10 

乙１発明の「ＣＰＵ１０」は、乙５公報に記載された発明（以下「乙５発

明」という。）の「制御部１０」（の一部）に相当し、乙１発明の「送受信

部１１」は本件発明の「無線通信手段」に相当する。また、乙１発明と乙

５発明は、携帯端末の出力装置として外部表示機器を接続するという点で

課題が共通していることから、乙１発明の明文で特定されていない「ＣＰ15 

Ｕ１０」への入力手段として、乙５発明に記載された「送受信部１１を介

して指定サーバから所望のＷｅｂコンテンツ情報を取得して」という手段

を適用してみることは当業者が容易に想到できたものである。 

よって、相違点１は、形式的な相違点にすぎないか、又は相違点である

としても、優先日前に当業者が容易に想到できたものである。 20 

  イ 相違点２について 

     乙１発明では「ＣＰＵ１０」がどこから表示データを受信しているか特

定されていない。しかし、「ＣＰＵ１０」は「表示描画プログラム……等に

従って各種の制御を実行する」ものであり（乙１公報【００１３】）、前記

表示描画プログラムは「表示内容に関しては、内部表示及び外部表示の何25 

れについても上位のアプリケーションによって指定され」るものである
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（乙１公報【００８３】）。すなわち、乙１発明の「ＣＰＵ１０」は、上位

のアプリケーションによって指定される表示内容を表示描画する制御を

実行することになる。表示内容は上位のアプリケーションによって指定さ

れることから、表示データを「ＣＰＵ１０」の外から受信することも当然

に想定されている。そして、前記［相違点１］で述べたとおり、「無線信号5 

を受信してデジタル信号に変換の上、中央演算回路に送信する」ことは当

業者が容易に想到できたことである。 

以上のことから、「ＣＰＵ１０」が受信する表示データの送信元を無線通

信手段とすることは当業者の通常の創作能力により容易に想到できたも

のであり、［相違点２］は優先日前に当業者が容易に想到できたものである。 10 

  ウ 相違点３について 

     乙１発明では「情報通信」を行う点について特定されていない。しかし、

前記［相違点１］で述べたとおり、乙１発明の「ＣＰＵ１０」への入力手

段として、乙５発明に記載された「送受信部１１を介して指定サーバから

所望のＷｅｂコンテンツ情報を取得して」という手段を適用してみること15 

は、優先日当時の当業者の通常の創作能力で容易に想到できたことである。

そして、「送受信部１１を介して指定サーバから所望のＷｅｂコンテンツ

情報を取得して」は「情報通信」を行うことに他ならないから、前記［相

違点３］は優先日前に当業者が容易に想到できたものである。 

   エ 相違点４について 20 

     乙１発明では「画像を表示する」ことが特定されていない。しかし、乙

１発明では「表示内容に関しては、内部表示及び外部表示の何れについて

も上位のアプリケーションによって指定され」るものであり（乙１公報【０

０８３】）、優先日当時には、ワープロやブラウザなど画像を表示させるア

プリケーションが広く知られていたから、「上位のアプリケーション」とし25 

て画像を表示させるアプリケーションを用いて画像を表示させることは
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当業者が容易に想到できた。よって［相違点４］は優先日前に当業者が容

易に想到できたものである。 

   オ 相違点５について 

     乙１発明では「表示コントローラ２０」が「画像データ」を取り扱うこ

とが特定されていない。しかし、前記［相違点４］で述べたとおり、上位5 

のアプリケーションとしてワープロやブラウザなど画像を表示させるア

プリケーションを用いることにより「表示コントローラ２０」が「画像デ

ータ」を取り扱うようにすることは当業者が容易に想到できたことである。 

     なお、前述のとおり、乙１には、「表示コントローラ２０」が「外部表示

装置２４」に表示させる表示データを取り扱うことが記載されており、当10 

該外部表示装置用の表示データの解像度（６４０×４８０）は「内部表示

装置２２」の解像度（６４０×２４０）より大きいことが記載されている。

したがって、乙１発明での、「表示コントローラ２０」が、「内部表示装置

２２」の「解像度」（６４０×２００）より大きい「解像度」（６４０×４

８０）を「本来解像度」とする「表示データ」を取り扱うことができるも15 

のであると解される。 

     よって、前記［相違点５］は優先日前に当業者が容易に想到できたもの

である。 

   カ 相違点６について 

     乙１発明では伝送方式について特定されていない。しかし、本件発明で20 

特定されている伝送方式は、優先日前に当業者に周知の伝送方式を単に列

挙しただけであり、乙１発明に周知の伝送方式を適用してみることは当業

者が容易に想到できたことである。 

     よって、前記［相違点６］は、優先日前に当業者が容易に想到できたも

のである。 25 

  （原告の主張） 



 

23 

 

  (1) 被告の上記主張は、争う。被告による乙１発明の認定及びこれに基づく一

致点の認定は誤りであり、少なくとも、構成要件Ｈについて、次の相違点（相

違点５’）が存在する。 

すなわち、本件発明のグラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装

置が「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」5 

を処理して画像を表示する場合に、前記「単一のＶＲＡＭ 」から「前記ディ

スプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデー

タ」と「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画

像のビットマップデータ」を読み出す機能を実現するが、これに対し、乙１

発明の「表示コントローラ２０」は、「内部表示装置２２の画面解像度と同じ10 

解像度を有する画像のビットマップデータ」と「内部表示装置２２の画面解

像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出す機能

が特定されていない点で相違する。 

  (2) 相違点５’に係る構成の容易想到性について 

    被告の乙１発明を主引例とする進歩性欠如の主張は、乙５発明を副引用発15 

明とする進歩性欠如の主張であると解される。 

    しかし、そもそも、乙５発明には「「グラフィックコントローラ 」及び「単

一のＶＲＡＭ 」が特定されていない」のであるから、乙１発明へ乙５発明を

適用したとしても、［相違点５’］は全く解消されない。 

したがって、乙１発明へ乙５発明を適用したとしても、当業者は、［相違点20 

５’］に係る構成を容易に想到することはできない。 

６ 争点２－２（乙５公報を主引例とする進歩性欠如）（無効理由２）について 

（被告の主張） 

(1) 本件発明と乙５発明との一致点 

本件発明と乙５発明とは、次の点で一致する（符号に付したカンマは本件25 

発明の構成要件と一致していない要件を示す。）。 
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（Ａ）ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを

後記中央演算回路へ送信する入力手段と； 

（Ｂ）無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送

信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に

変換して送信する無線通信手段と； 5 

（Ｃ）後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理

可能なデータファイルとを格納する記憶手段と； 

（Ｄ’）前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、処

理する中央演算回路と、から構成されるデータ処理手段と； 

（Ｅ’）画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示する10 

ディスプレイパネルと、デジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネル

の各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレ

イ手段と； 

（Ｆ’）外部ディスプレイ制御手段を備える周辺装置を接続し、該周辺装置に

対して、デジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェ15 

ース手段と； 

（Ｇ）を備える携帯情報通信装置において、 

（Ｉ’）前記インターフェース手段は、受信したビットマップデータを伝達す

るデジタル表示信号を、伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デ

ジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する、 20 

（Ｊ）ことにより、 

    前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度よ

り大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした、 

（Ｋ）ことを特徴とする携帯情報通信装置。 

(2) 本件発明と乙５発明との相違点 25 

 本件発明と乙５発明とは、次の点で相違する。 
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ア 相違点７ 

     特許庁審判官は、通知書（乙８）の暫定的な見解において、本件発明の

「中央演算回路」は、「前記無線通信手段から受信したデジタル信号」に対

して、「前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプ

ログラムに基づき」、「リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又5 

は、自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、

その後読み出」すという手順を踏んで処理するのに対し、乙５発明では「制

御部１０」は、受信した信号に対する具体的な処理手段について記載され

ていない点で相違する旨述べている。 

     しかし、乙５には「制御部１０は、送受信部１１を介して指定サーバか10 

ら所望のＷｅｂコンテンツ情報を取得して画像出力部１７に送出し」（【０

０２０】）と記載されていることから、乙５発明では「制御部１０」が「送

受信部１１」（無線通信手段）からの信号を処理して「画像出力部１７」に

送出しており、「「前記無線通信手段から受信した信号」に対して」の部分

は本件発明と乙５発明との相違点ではないと解すべきである。 15 

また、「送受信部１１」から受信した信号を処理して「画像出力部１７」

に送出する「処理」は、信号をリアルタイムで処理するか、信号をリアル

タイム以外で処理する、の２通りの処理方法しか論理的に存在しない。そ

して、信号をリアルタイム以外で処理するためには、受信した信号を一旦

記録手段に記録し、それを読み出して処理する以外の方法はない。また、20 

制御部１０に送受信される信号はデジタル信号であることが技術常識で

ある。したがって、乙５発明では「リアルタイムでデジタル表示信号を生

成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして前記記録手段に

一旦格納し、その後読み出す」ことが必然であり、かかる部分は本件発明

と乙５発明との相違点ではないと解すべきである。 25 

したがって、［相違点７］はそもそも実質的な相違点とはいえない。 
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   イ 相違点８ 

本件発明の「データ処理手段」には、「該中央演算回路の処理結果に基づ

き、単一のＶＲＡＭに対してビットマップデータの書き込み／読み出しを

行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を

生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インタ5 

ーフェース手段に送信するグラフィックコントローラ」が備えられている

のに対し、乙５発明には「グラフィックコントローラ」及び「単一のＶＲ

ＡＭ」が特定されていない点。 

   ウ 相違点９ 

本件発明の「ディスプレイ手段」は、「グラフィックコントローラから受10 

信したデジタル表示信号に基づき」動作するのに対し、乙５発明の「表示

部１２」は、「デジタル表示信号」が「グラフィックコントローラから受信

した」ものである点が特定されていない点。 

   エ 相違点１０ 

本件発明の「インターフェース手段」は、「グラフィックコントローラか15 

ら受信したデジタル表示信号に基づき」動作するのに対し、乙５発明の「画

像出力部１７」は「グラフィックコントローラから受信したデジタル表示

信号に基づき」動作することについて特定されていない点。 

   オ 相違点１１ 

 本件発明の「グラフィックコントローラ」は、「前記携帯情報通信装置が20 

「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」

を処理して画像を表示する場合に、前記単一のＶＲＡＭから「前記ディス

プレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデ

ータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル

表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に25 

送信する機能と、前記単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画
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面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出

し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生

成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能」

を実現しているのに対し、乙５発明には「グラフィックコントローラ」及

び「単一のＶＲＡＭ」が特定されていない点。 5 

   カ 相違点１２ 

本件発明では「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」が変

換される伝送方式が列挙されているのに対し、乙５発明では「デジタル表

示信号」はどの「伝送方式」に変換されるのか特定されていない点。 

  (3) 前記各相違点が当業者に容易想到であったこと 10 

ア 相違点７について 

     前述のとおり、相違点７は実質的な相違点ではない。 

     また、仮に相違点７が相違点であるとしても、次のとおり相違点７は当

業者が容易に想到できたものである。 

まず、ユーザーが実行したい処理を入力手段によって入力することや中15 

央演算回路で処理するプログラムをＲＯＭやＲＡＭなどの記憶手段に記

憶させることは当業者が通常行うことであり、「前記入力手段から受信し

たデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づき」処理するこ

とは当業者が容易に想到できたことである。 

次に、中央演算回路が受信したデジタル信号に基づいて表示データを生20 

成するためには、「リアルタイムでデジタル表示信号を生成する」か「受信

したデジタル信号をデータファイルとして記憶手段に一旦格納し、その後

読み出して処理する」かの二者択一であるから、「リアルタイムでデジタル

表示信号を生成するか、又、自らが処理可能なデータファイルとして前記

記憶手段に一旦格納し、その後読み出す」ことは当業者が容易に想到でき25 

たことである。 
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   イ 相違点８について 

     乙５発明には「グラフィックコントローラ」と「単一のＶＲＡＭ」が特

定されていない。しかし、乙５発明の「制御部１０」を乙１発明の「ＣＰ

Ｕ１０」及び「表示コントローラ２０」に置き換えてみることは当業者が

容易に想到できたことである。 5 

     この点について、仮に、原告が、乙５発明の「画像出力部１７」と乙１

発明の「表示コントローラ２０」がどのように機能分担すればよいか不明

である旨を主張するかもしれない。しかし、乙５発明の「画像出力部１７」

は、「入力された情報（静止画や動画、文字など）を外部表示装置２で読取

可能な画像信号形式（例えば、ビデオ信号形式）に変換して出力するイン10 

ターフェイス部である」（乙５公報【００１６】）ことから、信号形式を変

換する機能を乙５発明の「画像出力部１７」で担当し、それ以外の機能を

乙１発明の「表示コントローラ２０」で担当するように適宜機能分担する

ことは、当業者の通常の創作能力により容易に想到できたことである。 

     また、乙１公報の図２では「表示メモリ（ＶＲＡＭ）１８」は一つしか15 

描かれていないから、「ＶＲＡＭ」を「単一のＶＲＡＭ」にすることは当業

者が容易に想到できたことである。 

     また、相違点８は、乙５発明の「制御部１０」を特開平０９－０９０９

１９号公報（乙６。以下「乙６公報」という。）に記載された発明（以下「乙

６発明」という。）の「ＣＰＵ」、「ＬＣＤ表示制御部２３」、「内部ＲＡＭＤ20 

ＡＣ２４」及び「ＣＲＴ表示制御部２５」に置き換えてみることによって

当業者が容易に想到できたことである。 

また、乙６公報の図１では「ＶＲＡＭ ４０」が複数の四角を重ねたも

のとして描かれているが、これは「ＶＲＡＭ ４０」が機能面からみて複

数のフレームを記憶することを示すだけで、「ＶＲＡＭ」に付された符号は25 

「４０」の一つだけであるから、仮に「単一のＶＲＡＭ」が「物理的に単
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一部品である」と解釈するのであれば、乙６発明のＶＲＡＭも単一という

ことになる。 

   ウ 相違点９について 

     乙５発明には、「表示部１２」は「デジタル表示信号」が「グラフィック

コントローラから受信した」と特定されていない。しかし、相違点９は、5 

乙５発明の「制御部１０」を乙１発明の「ＣＰＵ１０」及び「表示コント

ローラ２０」に置き換えてみることにより当業者が容易に想到できたこと

である。乙１発明では、表示コントローラ２０内の内部表示用回路２０ｃ

を介して内部表示装置２２に表示データを出力している（乙１公報【００

２０】）。したがって、乙１発明では「内部表示装置２２」（乙５発明の「表10 

示部１２」に相当する）は、表示信号を「表示コントローラ２０」から受

信している。また、外部に送信する場合を除いて表示信号をデジタル信号

で送受信することは当業者が通常行うことである。よって、相違点９は、

乙５発明に乙１発明を適用してみることにより当業者が容易に想到でき

たことである。 15 

 また、相違点９は、乙５発明の「制御部１０」を乙６発明の「ＣＰＵ１

０」、「ＬＣＤ表示制御部２３」、「内部ＲＡＭＤＡＣ２４」及び「ＣＲＴ表

示制御部２５」に置き換えてみることによっても当業者が容易に想到でき

たことである。乙６発明では、「ＬＣＤ表示制御部２３」（本件発明のグラ

フィックコントローラの一部に相当する）から「ＬＣＤ５２」（本件発明の20 

「ディスプレイ手段」、乙５発明の「表示部」に相当する）にビデオ信号が

供給されている（乙６公報【００３４】）。そして、ビデオ信号をデジタル

表示信号とすることは当業者が通常の創作能力により容易に想到できた

ことである。 

よって、相違点９は、乙５発明に乙６発明を適用してみることにより当25 

業者に容易に想到できたことである。 
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   エ 相違点１０について 

乙５発明では、「画像出力部１７」は「グラフィックコントローラから受

信したデジタル表示信号に基づき」動作することが特定されていない。し

かし、この相違点は、乙５発明の「制御部１０」を乙１発明の「ＣＰＵ１

０」及び「表示コントローラ２０」に置き換えてみることにより当業者が5 

容易に想到できたことである。 

乙１発明では、「表示コントローラ２０」（本件発明のグラフィックコン

トローラに相当する）から「外部表示装置２４」に、ケーブル等を介して

表示信号が送信されている（乙１公報【００１８】）。「ケーブル等を介して」

であることから、乙１発明の「表示コントローラ２０」と「外部表示装置10 

２４」の間に明示されていないインターフェース部（乙５発明の「画像出

力部１７」に相当する）が存在していることが明らかである。すなわち、

乙１発明では「表示コントローラ２０」（グラフィックコントローラに相当

する）から明示されていないインターフェース部（乙５発明の「画像出力

部１７」に相当する）にデジタル表示信号を送信している。よって、乙５15 

発明の「制御部１０」を乙１発明の「ＣＰＵ１０」及び「表示コントロー

ラ２０」に置き換えてみるときに、グラフィックコントローラから「画像

出力部１７」にデジタル表示信号を送信することは当業者が容易に想到で

きたことである。 

     同様に、相違点１０は、乙５発明の「制御部１０」を乙６発明の「ＣＰ20 

Ｕ１０」、「ＬＣＤ表示制御部２３」、「内部ＲＡＭＤＡＣ２４」及び「ＣＲ

Ｔ表示制御部２５」に置き換えてみることによって当業者が容易に想到で

きたことである。乙６発明では、「ＣＲＴ表示制御部２５」（グラフィック

コントローラの一部に相当する）から「ＣＲＴディスプレイ５３」に表示

信号を送信しており、乙６発明を乙５発明に適用することにより、相違点25 

１０は当業者が容易に想到できたことである。  
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   オ 相違点１１について 

     乙５発明では、「グラフィックコントローラ」及び「単一のＶＲＡＭ」が

特定されていない。しかし、相違点１１は、乙５発明の「制御部１０」を

乙１発明の「ＣＰＵ１０」及び「表示コントローラ２０」に置き換えてみ

ることにより当業者が容易に想到できたことである。乙１発明の「表示コ5 

ントローラ２０」は本件発明のグラフィックコントローラに相当する。ま

た、乙 1 公報には、「表示コントローラ２０」が「外部表示装置２４」に表

示させる表示データを取り扱うことが記載されており、当該外部表示装置

用の表示データの解像度（６４０×４８０）は「内部表示装置２２」の解

像度（６４０×２４０）より大きいことが記載されている。したがって、10 

乙１発明には、「表示コントローラ２０」が、「内部表示装置２２」の「解

像度」（６４０×２４０）より大きい「解像度」（６４０×４８０）を「本

来解像度」とする「表示データ」を取り扱うことができるものと解される。

また、乙１公報の図２では「表示メモリ（ＶＲＡＭ）１８」は一つしか描

かれていないから、「ＶＲＡＭ」を「単一のＶＲＡＭ」にすることは当業者15 

が容易に想到できたことである。 

     また、相違点１１は、乙５発明の「制御部１０」を乙６発明の「ＣＰＵ

１０」、「ＬＣＤ表示制御部２３」、「内部ＲＡＭＤＡＣ２４」及び「ＣＲＴ

表示制御部２５」に置き換えてみることによって当業者が容易に想到でき

たことである。乙６発明では、「ＬＣＤディスプレイの解像度は６４０×４20 

８０ドット、８００×６００ドット、１０２４×７６８ドットなど、画面

サイズに応じて様々である。また、ＣＲＴディスプレイの解像度は比較的

高く、１０２４×７６８ドット、又は１２８０×１０２４ドットが一般的

である」（乙６公報【０００６】）と記載されており、グラフィックコント

ローラが「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を処25 

理することが示唆されている。また、乙６公報の図１では、「ＶＲＡＭ」に
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付された符号は「４０」の一つしかなく、「ＶＲＡＭ」は物理的には単一で

あることが示唆されている。 

   カ 相違点１２について 

     乙５発明では伝送方式について特定されていない。しかし、本件発明で

特定されている伝送方式は、優先日前に周知の伝送方式を単に列挙しただ5 

けであり、乙５発明に周知の伝送方式を適用してみることは当業者が容易

に想到できたことである。 

 （原告の主張） 

  (1) 被告の主張は、否認又は争う。 

(2) 乙５発明に乙１発明を適用することには阻害要因が存在すること 10 

 被告の主張する「乙５発明への乙１発明の適用」は、「「乙５発明の制御部

１０」の「乙１発明のＣＰＵ１０、表示コントローラ２０」への置き換え」

である。しかし、「乙５発明への乙１発明の適用」（＝「「乙５発明の制御部１

０」の「乙１発明のＣＰＵ１０、表示コントローラ２０」への置き換え」）を

行おうとすると、乙５発明の携帯電話機１が有していた多くの機能（通話、15 

ブラウジング、撮像）を失うことになってしまう。したがって、当業者が被

告の主張する「乙５発明への乙１発明の適用」に想到することには阻害要因

が存在するというべきである。 

(3) 乙５発明への乙１発明の適用によっては、相違点１１に係る構成に想到で

きないこと 20 

    仮に、当業者が「乙５発明への乙１発明の適用」に想到したとしても、相

違点８ないし相違点１１のうち、少なくとも、相違点１１に係る構成に想到

することはできない。すなわち、仮に、被告の主張する「乙５発明への 乙１

発明の適用」を行って、乙５発明の携帯電話機１に乙１発明の表示コントロ

ーラ２０（及び表示メモリ１８）を挿入したとしても、挿入された表示コン25 

トローラ２０は「内部表示装置２２の画面解像度と同じ解像度を有する画像
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のビットマップデータ」と「内部表示装置２２の画面解像度より大きい解像

度を有する画像のビットマップデータ」を読み出す機能が特定されていない

のであるから、相違点１１に係る構成には想到できない。 

７ 争点２－３（「単一のＶＲＡＭ」なる語句の意義が不明瞭であることによる明

確性要件違反（無効理由３））について 5 

（被告の主張） 

   構成要件Ｄ及びＨの「単一のＶＲＡＭ」なる語句は、本件訂正審判で追加さ

れた語句であり、本件明細書の発明の詳細な説明の欄には「単一のＶＲＡＭ」

なる語句は全く存在しない。そのため、本件明細書には、「単一のＶＲＡＭ」な

る語句の意義を解釈するための基準が全く示されていない。 10 

   この点、原告と被告は、別の訴訟（当庁平成３０年（ワ）第３６６９０号特

許権侵害損害賠償請求事件）において「単一のＶＲＡＭ」の語句の意義解釈に

ついて争っている。 

具体的には、被告は、上記訴訟において、「単一のＶＲＡＭ」とは「一つの仮

想画面（例えば 3840×2400 画素の仮想画面）のビットマップデータが書き込ま15 

れるＶＲＡＭのメモリ領域と、内蔵用ディスプレイ用ビットマップデータ（例

えば 240×320 画素の画面）が切り出されるＶＲＡＭのメモリ領域及び外部デ

ィスプレイ用ビットマップデータ（例えば 640×480 画素）が切り出されるＶＲ

ＡＭのメモリ領域が単一であること」を「単一のＶＲＡＭ」の意義であると解

釈した。すなわち、被告は「単一のＶＲＡＭ」の意義を、ＶＲＡＭが機能面か20 

らみて単一であると解釈すべきと主張した。 

これに対して、原告は、上記訴訟において、「単一のＶＲＡＭ」とは「ＶＲＡ

Ｍが、物理的に分離した複数の部品から構成されていない」意義である旨主張

した。すなわち、原告は「単一のＶＲＡＭ」の意義を、物理的に単一部品であ

ると解釈すべきと主張した。 25 

そもそも、このように、「単一のＶＲＡＭ」の意義解釈が分かれるのは、本件
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明細書に「単一のＶＲＡＭ」の意義の解釈となる記載が全く示されておらず、

「単一のＶＲＡＭ」なる語句が不明瞭であるためである。 

すなわち、「単一のＶＲＡＭ」の語句の意義解釈において、原告と被告の解釈

が分かれていること自体が、本件特許の構成要件Ｄ、Ｈの「単一のＶＲＡＭ」

なる語句が不明瞭であることの証左である。 5 

   よって、本件特許は、構成要件Ｄ、Ｈの「単一のＶＲＡＭ」の語句の意義が

不明瞭であるため明確性要件を満たさず、無効審判によって無効とされるべき

ものである。 

 （原告の主張） 

   被告の主張は否認又は争う。 10 

本件発明の構成要件Ｄ、Ｈの「単一のＶＲＡＭ」の意義は、「単一」の一般的

な用法に照らしても、本件明細書の記載及び図面を考慮しても、ＶＲＡＭが「物

体として分離している複数の部品」から構成されていないことであることは明

確であるから、明確性要件違反の主張には理由がない。 

８ 争点２－４（本件明細書に「単一のＶＲＡＭ」としたことの作用効果の記載15 

がないことによるサポート要件違反（無効理由４））について 

 （被告の主張） 

構成要件Ｄ及びＨの「単一のＶＲＡＭ」なる語句は、本件訂正審判で追加さ

れた語句であり、本件明細書の発明の詳細な説明の欄には「単一のＶＲＡＭ」

なる語句は存在せず、また、「単一のＶＲＡＭ」とすることによる作用効果は発20 

明の詳細な説明の欄に記載されていない。そのため、本件明細書の発明の詳細

な説明の欄は、「単一のＶＲＡＭ」を構成要素とする本件発明の作用効果を理解

できるように記載されていない。したがって、本件特許はサポート要件を満た

していない。 

特に、「単一のＶＲＡＭ」を原告が前記訴訟（当庁平成３０年（ワ）第３６６25 

９０号特許権侵害損害賠償請求事件）にて主張するように「ＶＲＡＭが、物理
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的に分離した複数の部品から構成されていない」意義であると解釈した場合、

本件明細書には「ＶＲＡＭが、物理的に分離した複数の部品から構成されてい

ない」ことによってどのような作用効果が生じるのかは全く記載も示唆もされ

ていない。 

よって、本件特許は、発明の詳細な説明に「単一のＶＲＡＭ」の作用効果が5 

記載されておらずサポート要件を満たさないから、無効審判によって無効とさ

れるべきものである。 

 （原告の主張） 

(1) 被告の主張は、否認又は争う。 

(2) 本件発明の作用効果 10 

本件発明が奏すべき作用効果について、本件明細書には、次のように記載さ

れている。すなわち、本件発明の携帯情報通信装置を用いれば、携帯情報通信

装置のインターフェース手段に「高解像度外部ディスプレイ手段を備えるか、

又は、高解像度外部ディスプレイ手段を接続するかする周辺装置」を接続する

ことにより、該高解像度外部ディスプレイ手段において、携帯情報通信装置に15 

付属するディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像を表

示することを、該高解像度外部ディスプレイ手段向けの専用の表示データ生成

手段を別個に使用することなく、実現することができる。 

(3) 「ＶＲＡＭが単一である 」ことによって、はじめて本件発明の作用効果が生

じること 20 

本件発明は、構成要件ＡないしＫの構成を採用することで、上記作用効果を

奏する。ここで、ＶＲＡＭが「単一」ではないとすると、高解像度外部ディス

プレイ手段向けの表示データを生成するための専用の手段であるＶＲＡＭ②

（付加機能Ｈ１（単一のＶＲＡＭ から「前記ディスプレイパネルの画面解像度

と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出した25 

ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示
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信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能）が割り振られたＶＲＡＭ）

を別個に使用することになるのであるから、本件発明の作用効果を奏さない。

逆に言えば、ＶＲＡＭが「単一である」ことによってはじめて本件発明の作用

効果を奏するのである。 

以上のとおり、「ＶＲＡＭが単一である 」ことによって、はじめて、本件発5 

明の作用効果が生じるのであるから、本件明細書の発明の詳細な説明には、本

件発明の構成要件Ｄ、Ｈにおいて「単一のＶＲＡＭ 」としたことの作用効果が

記載されているといえる。 

 ９ 争点２－５（訂正要件違反（無効理由５））について 

 （被告の主張） 10 

 本件訂正審判の訂正事項４及び７では、構成要件Ｄ及びＨに「単一のＶＲＡ

Ｍ」という語句を追加している。しかしながら、本件特許の願書に最初に添付

された明細書、特許請求の範囲又は図面には「単一のＶＲＡＭ」という語句は

なく、また「単一のＶＲＡＭ」という技術的事項は明細書、特許請求の範囲又

は図面のすべての記載を総合することによって導かれる技術的事項でもないか15 

ら、特許請求の範囲の記載に「単一のＶＲＡＭ」という語句を追加した訂正事

項４及び７に係る訂正は特許法１２６条５項の要件を満たさない訂正である。 

 よって、本件特許は、無効審判によって無効とされるべきものである。 

（原告の主張） 

  (1) 被告の主張は、否認又は争う。 20 

(2) 被告は、「単一のＶＲＡＭ」導出不可の主張を「単一の積極的意義」の記載

要求と「単一の積極的意義」不記載の認定から導き出している。 

しかし、被告の「単一の積極的意義」の記載要求を主張する際の根拠は、

「「単一」という日本語は、一つであることに積極的な意味を有する言葉であ

る。」という解釈だけであるところ、そもそも、「単一」に対する被告解釈に25 

おける「「単一」が有する積極的な意味」が何を意味しているかは今一つ不明
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瞭である。また、仮に、甲３８（三省堂国語辞典第七版）の冒頭に記された

「①そのものばかりであること」という語義に基づく主張だとすると、「単一」

に対する被告解釈は、少なくとも、「単一」が、「ＶＲＡＭ」のように「装置

に内蔵される部品や要素」に適用される場合には適合しない。 

また、「単一の積極的意義」不記載の認定は、実質的には、「本件特許の明5 

細書等には、「ＶＲＡＭが単一である」ことによる作用効果が記載されていな

い」という主張に帰結するが、本件特許の明細書等の記載を総合すれば、Ｖ

ＲＡＭが「単一である」ことによってはじめて、本件発明が奏すべき作用効

果が生じることは明らかである。 

 10 争点２－６（本件明細書に「適切に処理する」以外の処理が記載されていな10 

いことによるサポート要件違反（無効理由６））について 

 （被告の主張） 

   原告は、前記訴訟（当庁平成３０年（ワ）第３６６９０号特許権侵害損害賠

償請求事件）において、構成要件Ｄの「処理」の意義解釈について、「信号を別

の信号へと変換する信号処理、又は、データの別の形式のデータへと変換する15 

データ処理」であると主張した（以下、原告が主張する「処理」を「広義の処

理」と称する。）。 

   しかしながら、本件明細書の発明の詳細な説明では、デジタル表示信号の処

理について、【００３２】における「適切な処理」、具体的にはデータ処理手段

が画像データファイルについて、物理的な現実化にあたって画素数を間引いて20 

表示画像の画素数を少なくしたり、画素を補間して表示画像の画素数を多くし

たりといったことをしない処理、しか記載されていない。すなわち、本件明細

書の発明の詳細な説明には、広義の処理のうち、【００３２】における「適切な

処理」以外の処理、例えば表示信号の画素を補間して表示画像の画素数を多く

する処理、は記載されていない。このため、構成要件Ｄの「処理」を原告が前25 

記訴訟にて主張するような広義の処理と解すると、本件特許は発明の詳細な説
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明に記載された発明の範囲を超えることになり、サポート要件を満たさない。 

   したがって、発明の詳細な説明に「適切な処理」以外の処理が記載されてお

らず、適切な処理以外の処理を含む本件特許はサポート要件を満たさないから、

無効審判によって無効とされるべきものである。 

 （原告の主張） 5 

   本件明細書の発明の詳細な説明では、データ処理手段である「中央演算回路」

が「適切な処理を行う主体」であることを示唆するような記載は一切ない。反

対に、本件明細書には、「中央演算回路が行う「処理」は「適切な処理」には限

定されず、「広義の処理」である」ことをサポートする数多くの記載がある。こ

のように、中央演算回路が行う処理に係る無効の抗弁の前提となっている「本10 

件明細書の発明の詳細な発明では、デジタル表示信号の処理について、【００３

２】における「適切な処理」しか記載されていない」との認定自体が誤りであ

るから、中央演算回路が行う処理に係る無効の抗弁には理由がない。 

 11 争点３（訂正の対抗主張の可否）について 

 （原告の主張） 15 

   原告は、前記前提事実のとおり、特許請求の範囲の請求項１の各記載を訂正

事項１及び２のとおり訂正することを内容とする訂正を行った。 

   上記の適法な訂正により無効理由は解消し、また、被告各製品は同訂正後の

発明の技術的範囲に属するから、原告による訂正の対抗主張は理由があるとさ

れるべきである。 20 

 （被告の主張） 

   原告の上記主張は、争う。 

上記訂正後の請求項１記載の発明は、願書に最初に添付された明細書、特許

請求の範囲及び図面に記載された事項の範囲内ではないので、上記訂正は特許

法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条第５項の訂正要件を充たさない。 25 

   また、上記訂正によって本件訴訟における各無効理由が解消するものではな
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く、さらに、被告各製品は、訂正後の請求項１の発明の技術的範囲に属するも

のではない。 

 12 争点４（特許権侵害の不法行為による損害の発生の有無及びその額） 

 （原告の主張） 

(1) 本件発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額は、被告各製品の5 

売上高を基準とし、そこに本件発明の実施に対し受けるべき料率を乗じて算

定すべきである。 

実施に対し受けるべき料率は、①当該特許発明の実際の実施許諾契約にお

ける実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等

も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容10 

や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた

場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業

関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な

料率を定めるべきである。 

  (2) 事項①について 15 

    本件特許については実施許諾契約の実績がないため、「業界における実施

料の相場等」を考慮するほかはない。 

    本件発明の実施料率を算定する際には、「知的財産の価値評価を踏まえた

特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及び

ロイヤルティ料率に関する実態把握～（平成２２年３月）」（甲５５。以下「調20 

査研究報告書」という。）の記載を考慮することができ、その際には、「業界

における実施料の相場等」として、調査研究報告書の表Ⅱ－３における「器

械」、「電気」、「コンピュータテクノロジー」についての数値、及び表Ⅲ－１

２の「司法データ」の欄における「電気」の数値を採用することができる。 

(3) 事項②について 25 

ア 本件発明の重要性について 
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本件発明の作用効果は、「高解像度画像の外部表示を不合理な二重投資や

非効率な資源利用を行うことなく実現すること」である。 

被告は、被告各製品が発売された時期において、自社のスマートフォン

に高解像度画像の外部表示を実現する機能を付加する必要があり、その際、

「不合理な二重投資や非効率な資源利用」を避けなければならず、自社の5 

スマートフォンにおいて「本件発明の作用効果」を実現することは極めて

重要であった。 

イ 本件発明の代替可能性について 

     被告がこれまでに製造・販売した高解像度画像外部表示機能付きスマー

トフォン・タブレットは、本件訴訟その他の関連訴訟において、いずれも10 

本件発明の技術的範囲に属することが認定されており、このことは、スマ

ートフォンにおいて高解像度画像の外部表示を実現するには、本件発明を

採用することが技術的、経済的に最も合理的であったことを意味している。

このように、本件発明の作用効果を実現するための選択肢としては、実質

上、本件発明を採用する以外の方法はなかったというべきである。 15 

  (4) 事項③について 

被告各製品が発売された時期には、被告が製造・販売する携帯電話は、ほ

とんどがスマートフォンであり、Ａｎｄｒｏｉｄ端末用のモバイルプロセッ

サについては、Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎを採用する以外に選択肢はなかった。 

    そして、本件特許を採用せずに高解像度画像の外部表示を実現しようとす20 

るなら、Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ が有する機能をそのまま活用せずに何らか

の改造を行う必要があるが、このような改造には余分のコストを要する。 

被告ができる改造は、せいぜいＳｎａｐｄｒａｇｏｎ自体には何らの改造

も加えず、「高解像度画像の外部表示のための部品」を追加することに留まる

ところ、かかる部品に類似する部品として、被告は、「モバイル機器向け液晶25 

コントロールＩＣ（ＬＲ３８８Ｇ９）」を開発・発売しており（甲５７）、こ
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の部品の価格は２４００円と設定されている。 

したがって、Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎが有する機能をそのまま活用せずに実

現できるようにするために追加される「高解像度画像の外部表示のための部

品」の単価もこの部品と同程度になるものと推定され、この単価は、少なく

とも１０００円は下回らない。 5 

    以上のことから、「本件発明を被告各製品に用いることによる利益への貢

献」は、被告各製品１台あたり１０００円を下回らず、これは、被告各製品

の平均単価（４万円）の２．５％に相当する。 

  (5)  事項④について 

    原告は、自社が考案・開発した情報処理・通信システムを自社自身で製造・10 

販売することはせず、自社の特許発明に係る実施権を他社に許諾し、当該他

社が当該特許発明を実施した製品を販売する対価として実施料を得ることを

営業方針としている。そして、原告は、自社の特許発明に係る実施権を他社

に許諾する場合には、一時金方式は採用せずにランニング方式を採用すると

ともに、実施料率としては、当該特許発明が本来有する価値（重要性や付加15 

価値）に応じた適正な値を設定することを方針とするものである。 

また、原告は、各種情報処理・通信システムの製造・販売には一切携わっ

ていないのであるから、ライセンス契約にあたっては、ライセンシーとの間

でクロスライセンス契約を交わすことはあり得ない。  

(6) 以上の事情によれば、本件発明の実施料率は少なくとも１％が相当である。 20 

   そして、被告各製品の売上げは以下のとおりであり、これに実施料率１％

を乗じた金額が、原告がその実施に対して受けるべき金額となる。 

 ア イ号製品の実施料相当額 

被告は、遅くとも平成２４年６月２９日から令和元年１１月２９日まで

の間に、イ号製品を、平均単価４万円で少なくとも３０万個販売した。 25 

したがって、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は、１億２０



 

42 

 

００万円を下らない。 

   イ ロ号製品の実施料相当額 

被告は、遅くとも平成２４年８月３０日から令和元年１１月２９日まで

の間に、ロ号製品を、平均単価４万円で少なくとも２０万個販売した。  

したがって、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は、８０００5 

万円を下らない。 

ウ ハ号製品の実施料相当額 

被告は、遅くとも平成２４年１１月２９日から令和元年１１月２９日ま

での間に、ハ号製品を、平均単価４万円で少なくとも７０万個販売した。 

したがって、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は、２億８０10 

００万円を下らない。 

 エ ニ号製品の実施料相当額 

被告は、遅くとも平成２４年６月２８日から令和元年１１月２９日まで

の間に、ニ号製品を、平均単価４万円で少なくとも１５万個販売した。 

したがって、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は、６０００15 

万円を下らない。 

   オ ホ号製品の実施料相当額 

被告は、遅くとも平成２４年１２月７日から令和元年１１月２９日まで

の間に、ホ号製品を、平均単価４万円で少なくとも５万個販売した。 

したがって、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は、２０００20 

万円を下らない。 

カ ヘ号製品の実施料相当額 

被告は、遅くとも平成２４年７月６日から令和元年１１月２９日までの

間に、ヘ号製品を、平均単価４万円で少なくとも２５万個販売した。 

したがって、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は、１億円を25 

下らない。 
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キ ト号製品の実施料相当額 

被告は、遅くとも平成２５年３月８日から令和元年１１月２９日までの

間に、ト号製品を、平均単価４万円で少なくとも１５万個販売した。 

したがって、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は、６０００

万円を下らない。 5 

ク 以上から、被告が賠償すべき損害額は、上記実施料相当額の合計である

７億２０００万円を下らない。 

 （被告の主張） 

  (1) 本件発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額について 

   ア 相当な実施料率について 10 

     携帯電話の技術分野の特許には、大別すると、携帯電話事業分野の標準

規格の実施に不可欠な特許（標準必須特許）と、標準必須特許以外の特許

（アプリ特許）があり、本件発明に係る特許は、アプリ特許に該当する。

また、本件発明は、携帯電話に特別高い価値を付与するアプリ特許発明で

はないから、本件発明の実施料率は、アプリ特許１件当たりの実施料率に15 

よって推定することができる。 

     被告は、被告各製品の製造、販売に当たって、アプリ特許等のライセン

ス契約を締結した実績があり、当該実績に基づいてアプリ特許１件当たり

のライセンス料率を計算すると、パテントファミリー単位で、１件当たり

のライセンス料率は●(省略)●％と算出される。 20 

     したがって、被告各製品の製造、販売についての本件発明の実施料率は、

●(省略)●％が相当である。 

   イ 実施料相当額について 

     被告各製品の販売状況は、別紙「被告各製品の売上高」記載のとおりで

あり、被告各製品における本件発明の実施料率は、前記アのとおり、●(省25 

略)●％であるから、被告各製品の総売上高に対する実施料相当額は、合計
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●(省略)●円と推定される。 

  (2) 原告の主張する実施料率について 

   ア 本件発明の価値（重要性と非代替性）について 

     被告各製品の販売当時においては、ＨＤＭＩを用いて画像を外部出力す

る機能を備えるために本件発明を利用しなければならないものではなか5 

ったから、その意味でも本件発明が被告各製品にとって重要であったとは

いえない。 

   イ 本件発明を被告各製品に用いることによる売上げ及び利益への貢献につ

いて 

     画像外部表示機能の有無による携帯電話の販売価格又は販売数量への影10 

響は、いずれも存在しないか、軽微なものにとどまるから、本件発明の売

上げへの貢献はわずかなものにすぎなかった。 

   ウ 業界における実施料率の相場について 

     調査研究報告書に記載された「電気」分野の「コンピュータテクノロジ

ー」も、広範な技術分野をまとめて統計処理しており、被告各製品の技術15 

分野と直接対比できる統計データではない。 

   エ したがって、以上の要素に基づく原告主張の実施料率は相当でない。 

 13 争点５（本件発明の実施についての不当利得返還義務の有無及び返還すべき

利得の額）について（予備的主張） 

  （原告の主張） 20 

   被告は、本件特許の登録日以降の期間に、特許権者である原告から何らの実

施許諾を得ないまま、本件発明の技術的範囲に属する被告各製品を製造、販売

した。その結果、本件発明の実施料相当額の支払を免れることで、同額の利益

を得ており、その利益の合計額は前記１２（原告の主張）の７億２０００万円

を下らない。 25 

  （被告の主張） 
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   原告の主張については、争う。実施料率については、前記１２（被告の主張）

のとおりである。 

14  争点６（不法行為に基づく損害賠償請求権についての消滅時効の成否）につ

いて 

 （被告の主張） 5 

   原告は、遅くとも、当庁平成２４年（ワ）第２３７号特許権侵害損害賠償請

求事件（以下「別件訴訟」という。乙２、３）の判決言渡日である平成２５年

８月２日には、被告が被告各製品の製造、販売を行っていたことを知っていた

し、また、被告各製品の本件発明に対応する構成を知っていた。 

   さらに、原告は、遅くとも同日には、上記の製造、販売による損害について10 

も、損害賠償請求訴訟を提起できる程度に知っていた。 

   したがって、原告は、遅くとも平成２５年８月２日には原告が主張する不法

行為の損害及び加害者を知っていたことになるから、改正前民法７２４条前段

の消滅時効は遅くとも同日から進行し、既に３年の時効期間が経過した。 

  （原告の主張） 15 

   被告の主張は、否認又は争う。 

   原告が被告各製品について、損害賠償請求訴訟を提起できる程度に損害を認

識したのは、本件訴訟の訴状提出日（令和元年１１月２９日）の直前である。 

   また、原告が、「損害及び加害者を知った」といえるためには、被告は、原  

告が平成２６年頃には被告各製品が本件発明の技術的範囲に属することを認識20 

していたことを立証する必要があるが、この点に関し、被告は何ら主張立証を

していない。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 本件明細書の記載等 

(1) 本件発明に係る特許請求の範囲の記載は、前記第２の２の前提事実(3)の25 

とおりであるところ、本件明細書（甲２）には、次のような記載がある。 
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ア 【技術分野】 

  【０００１】 

本発明は、携帯電話機などの携帯情報通信装置、携帯情報通信装置とと

もに用いる接続ユニット、及び携帯情報通信装置とともに用いる外部入出

力ユニットに関する。 5 

イ 【背景技術】 

【０００４】 

     このような事情により、携帯電話機を中心とする携帯情報通信装置にお

いて、文字や映像を含む画像の表示機能は、今後、ますます重要性を増し

ていくものと考えられる。ところが、携帯電話機をはじめとする携帯情報10 

通信装置においては、その携帯性が重視されるため大きいサイズのディス

プレイを付属させることができない。（以下略） 

【００１０】 

     （略）このため、データ通信やデータ処理のニーズが電子メールの送受

信やウェブページの閲覧等に限られるような多数のユーザーにとって、上15 

記のように、長文の電子メールを読んだり、パソコン向けウェブページを

閲覧したりする際の、付属ディスプレイの画面サイズ・解像度が小さいこ

とに起因する不便さを解消するためだけに別途パソコンを所有すること

は、経済的に不合理である。 

     （中略）パソコンと携帯情報通信装置との使い分けを行うとすれば、同20 

種のものに二重投資を行うことになり、結果として少なくとも一方の稼働

率の低下をもたらすため、資源の効率的な利用の観点からも好ましくない。   

【００１３】 

     このような事情から、携帯情報通信装置の携帯性を損なわないために付

属ディスプレイのサイズを現状通りに維持したままで、しかもパソコンを25 

併用することなく、長文の電子メールやパソコン向けウェブページ、娯楽
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性の高いゲーム、さらにはテレビ番組の映像などを大きな画面で表示する

こと、特に、長文の電子メールについては、垂直スクロールを繰り返すこ

となく読めること、パソコン向けウェブページについては、パソコンでの

画面イメージに近いレイアウトで表示し、しかも水平スクロールを繰り返

すことなく閲覧できること、テレビ番組については、テレビ放送における5 

本来画像を全画面表示することが課題とされている。 

     【００１４】 

     このような課題を解決するため、携帯情報通信装置に、該携帯情報通信

装置の付属ディスプレイよりも画面が大きい外部ディスプレイ装置（以下、

大画面外部ディスプレイ装置と略称する）を接続することにより、大画面10 

外部ディスプレイ装置で画像を表示する技術がいくつか開示されており、

そして、それらの技術は、以下の３つのタイプに分類される。 

     第一種：携帯情報通信装置と大画面外部ディスプレイ装置を何らかの接

続ユニットを介して接続するタイプ 

     第二種：携帯情報通信装置と大画面外部ディスプレイ装置は直接的に接15 

続されるが、その代わり、大画面外部ディスプレイ装置としては、携帯情

報通信装置から受信した表示データに各種の処理を施す機能を有する画

像表示装置が使用されるタイプ 

     第三種：携帯情報通信装置と大画面外部ディスプレイ装置は直接的に接

続され、しかも、大画面外部ディスプレイ装置としては、携帯情報通信装20 

置との間での何らかのインターフェース手段は備えていることを除けば、

テレビモニタ等の汎用的なディスプレイが用いられるタイプ 

     【００１５】 

     このうち、第一種の技術は、例えば、特許文献１、特許文献２、特許文

献３及び特許文献４において開示されている。これらの特許文献で開示さ25 

れる技術においては、携帯情報通信装置とは別にパソコンを用いる必要は
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ないが、その代わりに、別途、プロセサ（特許文献１の場合）、ＣＰＵ（特

許文献２の場合）、読出制御回路（特許文献３の場合）、表示制御手段（特

許文献４の場合）といった、何らかの表示データ処理手段を備えた接続ユ

ニットが必要である。（以下略） 

     【００１７】 5 

     一方、第二種の技術は、例えば、特許文献５、特許文献６、特許文献７、

特許文献８及び特許文献９において開示されている。このタイプの技術に

おいては、パソコンやそれに準ずるような接続ユニットは不要であるが、

今度は、大画面外部ディスプレイ装置として、テレビ受像機のような汎用

的なディスプレイ装置をそのままでは使用できず、制御系（マイクロコン10 

ピュータ）（特許文献５の場合）、制御部１５（特許文献６の場合。無線電

話機側の制御部１０とは別）、高精細変換部や表示処理部（特許文献７の場

合）、拡大回路や表示回路（特許文献８の場合）あるいやＣＰＵ（特許文献

９の場合）といった表示データ処理手段を備えた画像表示装置を使用しな

ければならない。（以下略） 15 

     【００１９】 

     それに対して、第三種の技術は、接続ユニットや特殊な画像処理装置を

使用せず、携帯情報通信装置と汎用的な大画面外部ディスプレイ装置だけ

で構成される。このため、一般的にいって、「不合理な二重投資」や「非効

率な資源利用」の問題が、少なくとも第一種の技術や第二種の技術よりは20 

少ないと考えられる。 

     【００２０】 

     この第三種の技術として既に実用化されているものに、いわゆる「テレ

ビ（ＴＶ）出力機能」又は「ＡＶ出力機能」を有する携帯電話機がある。

このような携帯電話機においては、携帯電話機とテレビモニタを、携帯電25 

話機側は携帯電話機に固有の接続端子とし、テレビモニタ側はビデオ端子
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とするケーブルで接続することにより、該携帯電話機に付属するデジタル

カメラ機能を用いて撮影した静止画や動画、あるいは一部のゲームを、携

帯電話機の付属ディスプレイよりも大画面であるテレビモニタに表示す

ることができる。しかし、その場合にテレビモニタに表示される画像の解

像度は、付属ディスプレイの画面解像度（最大でもＱＶＧＡ）と同じであ5 

るため、該画像は、テレビモニタの中央部に小さく表示されるか、画質の

粗い拡大画像が全画面に表示されるかのいずれかである。 

     【００２２】 

     したがって、上記の課題を解決するためには、「ＴＶ出力機能」又は「Ａ

Ｖ出力機能」を有する携帯電話機のように、ただ単に付属ディスプレイに10 

表示される画像を大画面外部ディスプレイ装置に拡大表示するという機

能を有するに留まらず、付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大

きい画像を大画面外部ディスプレイ装置に表示する機能を有する携帯情

報通信装置を提供することが必要である。（以下略） 

    ウ 【発明が解決しようとする課題】 15 

     【００３１】 

     本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とする

ところは、携帯電話機やＰＤＡをはじめとする携帯情報通信装置に大画面

外部ディスプレイ装置を接続することにより、より一般的には、携帯情報

通信装置に大画面ディスプレイ手段を含む周辺装置、及び／又は、大画面20 

ディスプレイ手段が接続される周辺装置を接続することにより、該大画面

外部ディスプレイ手段において、付属ディスプレイの画面解像度よりも解

像度が大きい画像を表示すること、特に、長文の電子メールについては、

垂直スクロールを繰り返すことなく読めること、パソコン向けウェブペー

ジについては、パソコンでの画面イメージに近いレイアウトで表示し、し25 

かも水平スクロールを繰り返すことなく閲覧できること、テレビ番組につ
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いては、テレビ放送における本来画像を表示することを、該大画面外部デ

ィスプレイ手段向けの専用の表示データ生成手段を、付属ディスプレイに

画像を表示するためにもともと必要である表示データ生成手段（以下、付

属表示データ生成手段と略記する）とは別個に使用することなく、大画面

ディスプレイ手段を含む周辺装置、及び／又は、大画面ディスプレイ手段5 

が接続される周辺装置と間のインターフェース手段の追加と、付属表示デ

ータ生成手段への若干の機能追加だけで実現する携帯情報通信装置を提

供する点にある。また、携帯情報通信装置及び大画面外部ディスプレイ装

置とともに用いられ、該大画面外部ディスプレイ装置の画面に、付属ディ

スプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示するための接続10 

ユニットを提供する点にある。さらに、携帯情報通信装置とともに用いら

れ、自らに付属する大画面外部ディスプレイパネルに、該携帯情報通信装

置の付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示す

る外部入出力ユニットを提供する点にある。 

    エ 【課題を解決するための手段】 15 

     【００４１】 

     また、携帯情報通信装置に係る第１０の発明は、第７乃至第９のいずれ

か１つの発明の携帯情報通信装置において、前記データ処理手段は、後記

グラフィックコントローラ１に対して、仮想画面におけるビットマップデ

ータを生成するように命令する描画命令と、前記送信先指定手段の指定に20 

基づき、該ビットマップデータから必要な部分を切り出して前記ディスプ

レイ制御手段Ａと前記インターフェース手段Ａ１の少なくとも一方に送

信するように命令する送信命令とを与える中央演算回路１と、前記描画命

令に基づき仮想画面におけるビットマップデータを生成して後記ビット

マップメモリ１に書き込むとともに、前記送信命令がビットマップデータ25 

を前記ディスプレイ制御手段Ａに送信するように命じる場合には、後記ビ
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ットマップメモリ１から該ディスプレイパネルＡに表示される画像に対

応する部分だけを切り出して前記ディスプレイ制御手段Ａに送信し、前記

送信命令がビットマップデータを前記インターフェース手段Ａ１に送信

するように命じる場合には、後記ビットマップメモリ１から周辺装置にお

ける外部ディスプレイ手段の画面に表示される高解像度画像に対応する5 

部分だけを切り出して前記インターフェース手段Ａ１に送信するグラフ

ィックコントローラ１と、前記グラフィックコントローラ１で生成された

仮想画面におけるビットマップデータを保持するビットマップメモリ１

とを備えるようにしたものである。 

     オ 【発明の効果】 10 

     【００７８】 

     第１乃至第１５の発明の携帯情報通信装置においては、携帯情報通信装

置のインターフェース手段Ａ１に高解像度外部ディスプレイ手段を含む

周辺装置、及び／又は、外部ディスプレイ手段が接続される周辺装置を接

続して高解像度外部表示信号を送信することにより、該高解像度外部ディ15 

スプレイ手段の画面において、携帯情報通信装置に付属するディスプレイ

パネルの画面解像度より大きい解像度を有する高解像度画像を表示する

ことができる。（中略） 

     しかも、（中略）従来の技術のように、携帯情報通信装置に備えられた表

示データ処理手段とは別に、外部ディスプレイ手段を含む周辺装置向けの20 

専用の表示データ生成手段を設ける必要はなく、「不合理な二重投資」や

「非効率な資源利用」の問題は回避できる。 

    カ 【発明を実施するための最良の形態】 

     【０１１５】 

（略）グラフィックコントローラ１＿１０Ｂは、該描画命令に基づき、25 

あらかじめ十分な大きさ（以下では、ＱＵＸＧＡ Ｗｉｄｅ（Ｑｕａｄ Ｕ
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ｌｔｒａ ＸＧＡ Ｗｉｄｅ）サイズ（水平画素数×垂直画素数＝３８４

０×２４００画素）として説明する）の論理解像度を有するように設定さ

れた仮想画面におけるビットマップデータを生成し、必要に応じてＶＲＡ

Ｍ（Ｖｉｄｅｏ ＲＡＭ）１＿１０Ｃへの書き込み／読み出しを行いつつ、

該ビットマップデータをＬＣＤドライバ１５Ｂに送信する。なお、ＶＲＡ5 

Ｍ１_10C は、［特許請求の範囲］でいうところのビットマップメモリ１に

あたる。（以下略） 

     【０１１７】 

     特に、携帯電話機１が、インターネットに接続したウェブサイトにアク

セスし、該ウェブサイトを構成するウェブページを閲覧している場合には、10 

中央演算回路１＿１０Ａ１は、フラッシュメモリ１４Ａに格納されたブラ

ウザプログラムに従って、通信用アンテナ１１１Ａ、ＲＦ送受信部１１１

Ｂ、ベースバンドプロセッサ１１及びバス１９を経由して、ウェブページ

を構成するマークアップ文書ファイル及びそのリンクファイルを取得し、

ウェブページのレイアウト形式に応じて以下のように描画命令を生成・送15 

信する。すなわち、ウェブページがリキッドレイアウト、又はＬＣＤパネ

ル１５Ａの画面水平解像度（２４０画素）よりも狭い固定幅レイアウトを

採用していれば、ＬＣＤパネル１５Ａの画面水平解像度と同じ水平画素数

を有するページ画像の描画命令を、ウェブページがＬＣＤパネル１５Ａの

画面水平解像度よりも広い固定幅レイアウトを採用していれば、該固定幅20 

と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を、それぞれ生成し、該

描画命令をグラフィックコントローラ１＿１０Ｂに送信する。 

     グラフィックコントローラ１＿１０Ｂは、該描画命令に基づき仮想画面

におけるビットマップデータを生成しＶＲＡＭ１＿１０Ｃに書き込むと

ともに、ＬＣＤパネル１５Ａに表示され、ＬＣＤパネル１５Ａの画面解像25 

度と同じ解像度を有する画像を記述するビットマップデータをＶＲＡＭ
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１＿１０Ｃから切り出してＬＣＤドライバ１５Ｂに送信する。（以下略） 

     【０１２７】 

     グラフィックコントローラ１＿１０Ｂは、中央演算回路１＿１０Ａ１か

ら受信した描画命令に基づき、あらかじめ設定された仮想画面上において

ビットマップデータを生成し、ＶＲＡＭ１＿１０Ｃに書き込む。さらに、5 

グラフィックコントローラ１＿１０Ｂは、中央演算回路１＿１０Ａ１から

入手した外部ディスプレイ装置５の画面解像度データに基づき、外部ディ

スプレイ装置５の画面解像度と同じ解像度を有し、外部ディスプレイ装置

５の画面に表示される画像を記述するビットマップデータをＶＲＡＭ１

＿１０Ｃから切り出す。その上で、中央演算回路１＿１０Ａ１から受信し10 

た送信命令に基づき、該ビットマップデータをＴＭＤＳトランスミッタ１

３Ａに送信し、ＴＭＤＳトランスミッタ１３Ａは、該ビットマップデータ

を、外部接続端子部Ａ＿１３Ｄを経由して接続ユニット３のインターフェ

ース部Ｂ＿３３にＴＭＤＳ伝送方式で送信する。 

(2) 前記(1)の記載事項及び本件発明に係る特許請求の範囲によれば、本件明細15 

書には、本件発明に関し、次のとおりの開示があることが認められる。 

ア 携帯電話機をはじめとする携帯情報通信装置においては、その携帯性が

重視され、大きいサイズのディスプレイを付属させることができないこと

から、携帯情報通信装置のユーザーは、携帯情報通信装置とともにパソコ

ンを所有することも多い（【０００２】ないし【０００４】、【０００８】、20 

【０００９】）。 

     しかし、パソコンは、通常、汎用的な用途に使用できるように設計され

ているため、高機能なプロセッサを有している上、ソフトウェアも準備し

なければならず、その所有に要するコストは大きく、上記の不便さを解消

するためだけに別途パソコンを所有することは、経済的に不合理である一25 

方、携帯情報通信装置のデータ処理手段は、表示画面が小さいということ
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を除けば、パソコンにおけるプロセッサの機能に匹敵するから、上記のよ

うなパソコンと携帯情報通信装置との使い分けを行うとすれば、同種のも

のに二重投資を行うことになり、資源の効率的な利用の観点からも好まし

くない（【００１０】、【００１１】、【００１３】）。 

     そのため、従来、携帯情報通信装置に、その付属ディスプレイよりも画5 

面が大きい大画面外部ディスプレイ装置を接続することにより、同装置で

画像を表示する技術がいくつか開示されていたが、いずれも、「不合理な二

重投資」と「非効率な資源利用」という問題を十分に回避できるものでは

なかった（【００１４】ないし【００２２】）。 

   イ 本件発明は、前記アの課題を解決するため、別紙「特許請求の範囲」（【請10 

求項１】）に記載された構成を採用することで、携帯電話機等の携帯情報通

信装置に大画面ディスプレイ手段を含む周辺装置及び／又は大画面ディ

スプレイ手段が接続される周辺装置を接続することにより、大画面外部デ

ィスプレイ手段において、付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が

大きい画像を表示することを、付属ディスプレイに画像を表示するために15 

もともと必要である表示データ生成手段（付属表示データ生成手段）とは

別個に大画面外部ディスプレイ手段向けの専用の表示データ生成手段を

使用することなく、上記のような周辺装置との間のインターフェース手段

の追加と付属ディスプレイに画像を表示するための付属表示データ生成

手段への若干の機能追加だけで実現するという作用効果を奏する（【００20 

３１】）。 

２ 争点１－１（被告各製品は、「グラフィックコントローラ」を備えているか（構

成要件Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｈ、Ｉの充足性））について 

  (1) 前記前提事実(5)記載の被告各製品の構成に加え、証拠（甲１６、１７）及

び弁論の全趣旨によれば、被告各製品に内蔵されたモバイルプロセッサは、25 

ＣＰＵ機能とＧＰＵ機能を有しているところ、ＧＰＵは、グラフィックコン
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トローラなどと呼ばれ、コンピュータが画面に表示する映像を描画するため

の処理を行うものであることが認められる。そうすると、被告各製品のモバ

イルプロセッサに内蔵されるＧＰＵは、グラフィックコントローラの機能を

有するものと認められ、これを覆すに足りる証拠はない。 

    したがって、被告各製品は、「グラフィックコントローラ」（構成要件Ｄ、5 

Ｅ、Ｆ、Ｈ、Ｉ）を備えているものと認められる。 

  (2)  被告は、本件発明は、中央演算回路とグラフィックコントローラが物理的

に分離した複数の部品から構成されることを前提としており、被告各製品は、

一つのモバイルプロセッサのみを備えるのであるから、構成要件Ｄを充足し

ない旨を主張する。 10 

    しかし、構成要件Ｄを含め、本件発明の文言上、中央演算回路とグラフィ

ックコントローラが物理的に分離した複数の部品から構成されているものに

限定することについては何ら規定されていない上、本件明細書の段落【００

２３】には、ＣＰＵとグラフィックプロセッサ等とを一つのプロセッサとし

て構成することが示されている。 15 

以上の事情からすると、本件明細書の段落【０１１５】、【０１１７】、【０

１２７】及び図１において、実施例として、中央演算回路とグラフィックコ

ントローラに異なる符号が付されていることを考慮しても、本件発明におい

て、構成要件Ｄにおけるグラフィックコントローラが、中央演算回路と物理

的に分離した複数の部品から構成されているものに限定されていると解する20 

ことはできない。 

    したがって、被告の上記主張は採用することができない。 

３ 争点１−２（被告各製品は、データ処理手段における「処理」を行っているか

（構成要件Ｄの充足性））について 

(1) 「処理」（構成要件Ｄ）の意義について 25 

    ア 特許請求の範囲の記載について 
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構成要件Ｄにおいては、本件発明の「携帯情報通信装置」が、「データ処

理手段」を備え、これが「中央演算回路」及び「グラフィックコントロー

ラ」から構成されると規定されているところ、そのうち、「中央演算回路」

について、「前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納され

たプログラムとに基づき、前記無線通信手段から受信したデジタル信号に5 

必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、

自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、その

後読み出した上で処理する」ものと規定され、また、「グラフィックコント

ローラ」について、「該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のＶＲＡＭ

に対してビットマップデータの書き込み／読み出しを行い、「該読み出し10 

たビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタ

ル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段

に送信する」ものと規定されている。 

     これらの記載からは、「中央演算回路」が、入力手段から受信したデータ

と記憶手段に格納されたプログラムとに基づき、受信した「デジタル信号」15 

に「必要な処理」を行って「デジタル表示信号」を生成する機能、データ

ファイルとして記憶手段に格納した「デジタル信号」を読み出した上で「処

理」する機能及びその「処理結果」に基づき「グラフィックコントローラ」

を動作させる機能を有しているものと理解できる。 

   イ 本件明細書の記載について 20 

本件明細書には、「【課題を解決するための手段】」として、「データ処理

手段」が「前記入力手段から送信されたデータ及び前記記憶手段に格納さ

れたプログラムに基づき、前記無線通信手段から受信したデジタル信号及

び／又は前記記憶手段から読み出したデータに必要な処理を行って、デジ

タル表示信号及びその他のデジタル信号を生成して送信する」、「本「明細25 

書」及び「特許請求の範囲」でいう「デジタル表示信号」には、…「ビッ
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トマップデータ」等のデジタル画像データに直接対応した信号だけでなく、

デジタル画像データの生成（描画）を命令する描画命令のデジタル信号も

含む」（【００３２】）との記載がある。 

     これらの記載に照らし、前記アの特許請求の範囲の記載を解釈すれば、

構成要件Ｄの「中央演算回路」及び「グラフィックコントローラ」によっ5 

て構成される「データ処理手段」のうち、特に「データ」と「プログラム」

とに基づいて動作する「中央演算回路」が、「必要な処理」又は「処理」を

行うことで、「ビットマップデータ」等のデジタル画像データに直接対応し

た信号又は描画命令のデジタル信号も含む「デジタル表示信号」を生成す

るものと理解できる。 10 

   ウ 被告の主張について 

     被告は、本件発明の構成要件Ｄの「処理」とは、本件明細書における「適

切に処理する」（【００３２】）ことに限定される旨を主張する。 

     この点、本件明細書においては、「適切に処理する」の定義として、「表

示信号、画像データファイル又は動画信号（以下、表示信号等と略記する。）15 

を「適切に処理する」とは、ディスプレイ手段、又は、データ処理手段及

びディスプレイ手段が、表示信号等に含まれている画素ごとの論理的な色

情報を、ディスプレイ手段の画面を構成する物理的な画素の色表示として

過不足なく現実化することを意味しており、より具体的には、物理的な現

実化にあたって画素を間引いて表示画像の解像度を小さくしたり、画素を20 

補間して表示画像の解像度を大きくしたりしないことを意味している。」

と記載されている（【００３２】）。 

また、上記記載と同じ段落には、「適切に処理する」ことに関連して、「本

「明細書」及び「特許請求の範囲」でいう「外部表示信号」とは、周辺装

置における外部ディスプレイ手段がそれを受信して適切に処理すること25 

により画像を表示することが可能であるような信号を意味する。」、「また、
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表示信号等の「本来画像」とは、十分な大きさの画面解像度を有するディ

スプレイ手段、又は、データ処理手段と十分な大きさの画面解像度を有す

るディスプレイ手段とが、該表示信号等を受信して適切に処理することに

より表示される本来の画像を意味し、「本来解像度」とは「本来画像」の解

像度を意味する。」との記載がある。 5 

しかし、構成要件Ｄには「適切に処理する」と記載されてはおらず、当

該記載に関連する「外部表示信号」、「本来画像」及び「本来解像度」との

記載もないことからすると、本件明細書における上記の各記載は、構成要

件Ｄの「必要な処理」ないし「処理」に係るものとは認められず、それら

の解釈を左右するものではないというべきである。 10 

むしろ、本件明細書の「【発明を実施するための最良の形態】」において

は、「中央演算回路１＿１０Ａ１は、…ＡＤ／ＤＡ変換部１＿１１２Ｃから

送信されるデジタル動画信号を一部間引くことによって、解像度の低い画

像の全体画像の描画命令を生成する」（【０１１８】）、「テレビ放送を視聴し

ている場合及び被写体を撮影している場合には、それぞれＡＤ／ＤＡ変換15 

部１＿１１２Ｃ及びＡＤ／ＤＡ変換部２＿１２Ｃから送信されるデジタ

ル動画信号における本来画像の解像度は、外部ディスプレイ装置５におけ

る画面解像度より依然として大きいため、中央演算回路１＿１０Ａ１は、

該デジタル動画信号を一部間引くことによって、解像度を外部ディスプレ

イ装置５の画面解像度に合わせた低画質の全体画像の描画命令が生成・送20 

信される」（【０１２４】）、「フラッシュメモリ１４Ａが画像の補間プログラ

ムを格納しており、中央演算回路１＿１０Ａ１がそれに従って作動する場

合には、外部ディスプレイ装置５の画面解像度（無線動画信号の本来画像

の解像度より大きい）と同じ解像度を有する画像の描画命令を生成・送信

することができる」（【０１２５】）、「フラッシュメモリ１４Ａが画像の補間25 

プログラムを格納しており、中央演算回路１＿１０Ａ１がそれに従って作
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動する場合には、外部ディスプレイ装置５の画面解像度（デジタル動画信

号の本来画像の解像度より大きい）と同じ解像度を有する画像の描画命令

を生成することができる」（【０１２６】）との記載がある。これらの記載か

らは、外部ディスプレイ手段の解像度と表示画像の本来の解像度との関係

によっては、外部ディスプレイ手段に画像を表示するに当たり、画素を間5 

引いて表示画像の解像度を小さくしたり、画素を補間して表示画像の解像

度を大きくしたりすることが示されていると理解できる。 

以上のとおり、特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載に照らし、

構成要件Ｄの「必要な処理を行い」及び「処理する」は、本件明細書にお

ける「適切に処理する」（【００３２】）に限定されるものとは認められない。 10 

したがって、被告の上記主張は採用できない。 

  (2)  被告各製品の「処理」（構成要件Ｄ）の充足性 

前記前提事実(5)及び弁論の全趣旨によれば、被告各製品におけるモバイ 

ルプロセッサは、構成要件Ｄの「中央演算回路」に該当し、タッチパネルか

ら受信したデータと内部メモリに格納されたプログラムに基づき、無線通信15 

手段から受信したデジタル信号（画像データ）を処理して、被告各製品に対

応する解像度の内蔵用表示データを生成し、ＳＤＲＡＭのメモリエリアに書

き込み／読み出しを行い、液晶ドライバに送信し、また、生成した内蔵用表

示データに必要な処理を行い、外部表示用データを生成し、ＳＤＲＡＭに書

き込み／読み出しを行い、ＨＤＭＩ信号としてＭＨＬトランスミッタに送信20 

する機能を有するものと認められる。 

したがって、被告各製品におけるモバイルプロセッサの上記の機能は、無

線通信手段から受信したデジタル信号から、ビットマップデータ等のデジタ

ル画像データに直接対応した信号であるデジタル表示信号を生成するものに

該当するから、被告各製品は、構成要件Ｄの、データ処理手段における「処25 

理」を行っているものと認められる。 
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４ 争点１－３（被告各製品における、「本来解像度がディスプレイパネルの画面

解像度より大きい画像データ」の処理方法は、本件発明の処理方法と異なるか

（構成要件Ｈの充足性））について 

(1) 前記前提事実(5)の被告各製品の構成、前記２(1)の説示内容、及び弁論の

全趣旨によれば、被告各製品のモバイルプロセッサに内蔵されるＧＰＵは、5 

構成要件Ｈの「グラフィックコントローラ」に該当し、被告各製品が、外部

から、「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」

を受信して、その画像を外部ディスプレイに表示させる場合に、「単一のＶＲ

ＡＭ」である外部ＳＤＲＡＭ（後記５）から、ディスプレイパネルと同じ解

像度の内蔵用表示データを読み出して、ディスプレイ制御手段である液晶ド10 

ライバに送信する機能と、前記外部ＳＤＲＡＭから、前記内蔵用表示データ

に補間処理をして生成した外部用表示データを読み出して、インターフェー

ス手段であるＭＨＬトランスミッタに送信する機能を有するものと認められ

る。 

  したがって、被告各製品に内蔵されるＧＰＵは、単一のＶＲＡＭ から「デ15 

ィスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデ

ータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表

示信号」を生成し、該デジタル表示信号をディスプレイ制御手段に送信する

機能と、単一のＶＲＡＭ から「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大

きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出した20 

ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表

示信号を前記インターフェース手段に送信する機能を有するものと認められ、

構成要件Ｈを充足するものと認められる。 

(2) 被告は、本件発明では、デコードされた元の画像データを「単一のＶＲＡ

Ｍ」に対して書き込み／読み出しを行い、「単一のＶＲＡＭ」から「前記ディ25 

スプレイパネルの解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」
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を読み出してデジタル表示信号を生成し前記ディスプレイ制御手段に送信

して、内蔵ディスプレイに表示させる際に、補間処理も間引き処理もせずに

「読み出し」のみを行っており、また、「単一のＶＲＡＭ」から「前記ディス

プレイパネルの画面解像度より大きな解像度を有する画像のビットマップ

データ」を読み出し、それを外部ディスプレイに表示させる際に、補間処理5 

も間引き処理もせずに「読み出し」を行っているから、被告各製品における

「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」の

処理方法（そのＧＰＵは、補間処理や間引き処理を行っている。）が、本件発

明の構成要件Ｈに記載された処理方法と異なっているとして、被告各製品は、

構成要件Ｈを充足しない旨を主張する。 10 

  しかし、前記３において説示したとおり、本件発明のデータ処理手段につ

いて規定した構成要件Ｄの「処理」は、本件明細書に記載された「適切に処

理する」ことに限定されるものとはいえず、データ処理手段を構成するグラ

フィックコントローラの機能について規定した構成要件Ｈを含め、本件発明

の文言上も、その処理方法について、補間処理も間引き処理もしないことは15 

何ら規定されておらず、本件明細書上もこれをうかがわせる記載はない。 

  そうすると、被告各製品のＧＰＵが、補間処理や間引き処理をしていたと

しても、被告各製品における「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像

度より大きい画像データ」の処理方法が、本件発明の構成要件Ｈに記載され

た処理方法と異なっているとはいえない。 20 

  したがって、被告の上記主張は採用できない。 

 ５ 争点１－４（被告各製品は、「単一のＶＲＡＭ」を備えているか（構成要件Ｄ、

Ｈの充足性））について 

(1) 「単一のＶＲＡＭ」の意義 

 ア 特許請求の範囲の記載について 25 

(ｱ) 構成要件Ｄにおいては、「グラフィックコントローラ」が、「該中央演
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算回路の処理結果に基づき、単一のＶＲＡＭに対してビットマップデー

タの書き込み／読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝

達するデジタル表示信号」を生成」すると規定されている。 

    また、構成要件Ｈにおいては、「グラフィックコントローラ」が、「前

記単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解5 

像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビ

ットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」すること及び

「前記単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より

大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み

出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」する10 

ことが規定されている。 

    なお、構成要件Ｈにおける「前記単一のＶＲＡＭ」の文言から、構成

要件Ｄと構成要件Ｈの「単一のＶＲＡＭ」は同一の意義を持つものと解

される。 

    これらの記載から、構成要件Ｄ及びＨの「単一のＶＲＡＭ」は、「グラ15 

フィックコントローラ」により、「ビットマップデータの書き込み／読み

出し」がされるものであって、その「読み出し」においては、携帯情報

通信装置の「ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画

像のビットマップデータ」又は「ディスプレイパネルの画面解像度より

大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」の読み出しがされる20 

ものであると理解できる。 

  (ｲ) 他方で、本件発明の特許請求の範囲（請求項１）には、「単一のＶＲＡ

Ｍ」を定義する記載はないところ、「単一」について、「三省堂国語辞典

第七版」（平成２６年１月１０日発行）（甲３８）には、「そのものばかり

であること。」、「ひとつ。」等の記載があり、また、「ＶＲＡＭ」について、25 

「ＡＳＣＩＩ．ｊｐデジタル用語辞典」（甲２６）の解説には、「ディス
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プレーに表示する画像データを一時的に蓄積するメモリーで、ビデオカ

ードなどに搭載されている。」との記載がある。 

    これらの記載から、「単一のＶＲＡＭ」の一般的な語義については、コ

ンピュータのディスプレイに表示する画像データを一時的に蓄積するメ

モリが、一つ存在することを意味するものと理解できる。 5 

  (ｳ) 以上によれば、構成要件Ｄ及びＨの「単一のＶＲＡＭ」については、

画像のビットマップデータの書き込み及び２種類の解像度を有する画像

のビットマップデータの読み出しがされるメモリが一つ存在することを

意味すると解するのが相当である。 

 イ 本件明細書の記載について 10 

   本件明細書においても、「単一のＶＲＡＭ」の定義規定は置かれていない

が、「グラフィックコントローラ１＿１０Ｂは…必要に応じてＶＲＡＭ（Ｖ

ｉｄｅｏ ＲＡＭ）１＿１０Ｃへの書き込み／読み出しを行いつつ、該ビ

ットマップデータをＬＣＤドライバ１５Ｂに送信する。」（【０１１５】）と

の記載があり、また、【図１】においては、「ＶＲＡＭ１」が、「中央演算回15 

路１」、「グラフィックコントローラ１＿１０Ｂ」、「ＬＣＤドライバ」等と

同列に記載されている。 

これらの記載からは、構成要件Ｄ及びＨの「ＶＲＡＭ」については、中

央演算回路、グラフィックコントローラ、ＬＣＤドライバ等と同様の物理

的に把握可能なハードウェアと理解するのが相当であって、さらに、前記20 

アの検討結果と総合すれば、「単一のＶＲＡＭ」とは、ハードウェアとして

の一つのＶＲＡＭ（ディスプレイに表示する画像データを一時的に蓄積す

るメモリ）をいうものと解することができる。 

ウ 被告の主張について 

  (ｱ) 被告は、構成要件Ｄ及びＨの「ＶＲＡＭ」とは、ディスプレイに画像25 

を表示するために必要なデータを保持するメモリ領域を指し、「単一のＶ
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ＲＡＭ」とは、一つの仮想画面のビットマップデータを書き込むメモリ

領域が単一という意義である旨を主張する。 

    しかし、本件発明の特許請求の範囲（請求項１）には、「メモリ領域」

ないし「仮想画面」に係る記載はない。また、「ＶＲＡＭ」の語義につい

て、「ＶＲＡＭ」を「メモリ領域」との意義で使用することが一般的であ5 

ることを認めるに足りる証拠もない。 

  (ｲ) また、被告は、本件明細書において、ＶＲＡＭにデータサイズの大き

い仮想画面のビットマップデータを書き込み、この仮想画面のビットマ

ップデータから内蔵ディスプレイ用ビットマップデータや外部ディスプ

レイ用ビットマップデータを切り出す動作が記載されており（【０１１10 

５】、【０１１７】、【０１２７】）、この動作では、一つの仮想画面のビッ

トマップデータが書き込まれるメモリ領域と、内蔵ディスプレイ用ビッ

トマップデータ及び外部ディスプレイ用ビットマップデータが切り出さ

れるメモリ領域が同一であることが前提とされているから、本件明細書

の上記の記載は、一つの仮想画面のビットマップデータを書き込むメモ15 

リ領域が単一であることを示すものである旨を主張する。 

    しかし、被告が指摘する本件明細書の記載は、「ＶＲＡＭ（Ｖｉｄｅｏ 

ＲＡＭ）１＿１０Ｃ」をハードウェアとしてのメモリと理解することと

矛盾するものではない。 

その他、本件明細書において、構成要件Ｄ及びＨの「ＶＲＡＭ」が、20 

ハードウェアではなく、メモリ領域であることを示すような記載は見当

たらない。 

(ｳ) したがって、構成要件Ｄ及びＨの「単一のＶＲＡＭ」が、一つの仮想

画面のビットマップデータを書き込むメモリ領域が単一であることを

意味するとの被告の前記主張は、採用することができない。 25 

(2) 被告各製品の「単一のＶＲＡＭ」の充足性 
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 ア 前記前提事実（５）及び弁論の全趣旨によれば、被告各製品の構成とし

ては、ハードウェアとしてのＶＲＡＭが一つ内蔵されていると認められる。 

   したがって、被告各製品のＶＲＡＭは、構成要件Ｄ及びＨにおける「単

一のＶＲＡＭ」に該当するから、被告各製品はこれを備えるものと認めら

れる。 5 

 イ 被告の主張について 

 被告は、被告各製品のＲＡＭは２個又は４個の４ギガビットのＳＤＲＡ

Ｍが樹脂モールドでまとめられたＳＤＲＡＭであり、物理的に分離した複

数の部品から構成されているから、「単一のＶＲＡＭ」の要件を満たさない

旨を主張する。 10 

 しかし、複数のチップから構成される被告各製品のＲＡＭは、チップ単

位では複数の部品であるとはいえ、パッケージ単位では一つの部品であり、

樹脂モールドでまとめられたマルチチップパッケージのＲＡＭを物理的

に２個又は４個に分離して使用することは想定されておらず、弁論の全趣

旨によれば、携帯情報通信装置に関する技術分野の当業者においては、樹15 

脂で固められたパッケージのＲＡＭを一つの部品として認識して扱うも

のであることが認められるところである。 

 したがって、被告の上記主張は採用できない。 

 以上によれば、被告各製品は、本件発明の技術的範囲に属するというべ

きである。 20 

 そこで続いて、本件発明の無効理由の有無について検討する。 

６ 争点２－１（乙１公報を主引例とする新規性欠如又は進歩性欠如）（無効理由

１）について 

(1) 乙１公報の記載事項等 

 ア 本件発明に係る優先日（証拠（甲１、２）及び弁論の全趣旨から、平成25 

１６年１２月２４日を本件発明についての優先日（以下「本件優先日」と
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いう。）と認める。）前に頒布された刊行物である乙１公報には、図面とと

もに次の事項が記載されている。 

(ｱ) 請求項１ 

     内蔵された内部表示装置における表示以外に、外部表示装置を接続し

て表示させることが可能な携帯情報処理装置において、 5 

    前記内部表示装置と、前記内部表示装置よりも高解像度の前記外部表

示装置に表示させる表示データを格納する表示メモリと、 

    前記内部表示装置による内部表示と、前記外部表示装置による外部表

示とをそれぞれ制御して、前記表示メモリに格納された表示データに応

じた画面を表示させる表示コントローラと、 10 

    前記前記内部表示装置による内部表示の内容を選択的に前記外部表示

装置に表示させる表示制御手段とを具備したことを特徴とする携帯情報

処理装置。 

(ｲ) 【０００２】 

    【従来の技術】 15 

一般に、携帯情報処理装置は、携帯性を確保するために装置の小型化

が要求され、それに伴って出力装置として内蔵した表示デバイスの表示

サイズも小さくなってしまうため、例えば特開平８－１１５０６３号に

開示されているように、大きな表示サイズでの表示を可能とするために

外部表示機器であるＣＲＴを接続可能な機能が設けられている。 20 

    【０００３】 

携帯情報処理装置は、外部表示機器を接続した場合、内蔵した表示デ

バイスにおいて表示する描画イメージと同じ描画イメージを外部表示機

器において表示させる。 

    【０００４】 25 

    【発明が解決しようとする課題】 
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このように従来の携帯情報処理装置では、外部表示機器を接続した場

合には、内蔵した表示デバイスでの描画イメージと同じ描画イメージを、

外部表示機器において表示させていた。 

    【０００５】 

従って、外部表示機器を用いた場合には、画面の物理的な表示サイズ5 

が大きくなるだけであって、外部表示機器の解像度が内蔵した表示デバ

イスの解像度よりも高く、より多くの情報を表示可能であったとしても、

同じ情報を提供するだけとなっていた。 

    【０００６】 

つまり、従来の携帯情報処理装置では、内蔵した表示デバイスの解像10 

度よりも高解像度の外部表示機器を利用することで生じる、より広い画

面表示サイズを有効に利用することができなかった。 

     【０００７】 

本発明は前記のような事情を考慮してなされたもので、外部表示機器

における表示を有効に活用することが可能な携帯情報処理装置及び外部15 

表示出力の制御方法を提供することを目的とする。 

  (ｳ) 【００１２】 

図１に示すように、本実施形態における携帯機器２は、ＣＰＵ１０、

システムメモリ（ＤＲＡＭ）１２、ＲＯＭ１４、入力装置１６、表示メ

モリ１８、表示コントローラ２０、及び内部表示装置２２を有して構成20 

されている。また、携帯機器２は、表示コントローラ２０を介して、外

部表示装置２４（図１中に示す外部表示デバイス４）を接続して表示さ

せることができる。 

   【００１３】 

ＣＰＵ１０は、システム全体の制御を司るもので、システムメモリ１25 

２やＲＯＭ１４に格納されたプログラム、例えば表示制御に関係するＯ
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Ｓ（オペレーティングシステム）、表示描画プログラム、デバイスドライ  

バ等に従って各種の制御を実行する。 

   【００１４】 

システムメモリ１２は、プログラムやデータ等の一時使用の記憶領域

として使用される。ＲＯＭ１４は、プログラム等の本体の記憶領域とし5 

て使用される。 

   【００１５】 

入力装置１６は、画面の座標位置等入力するペン（タブレット）やマ

ウス等のポインティングデバイス、文字等を入力するキーボードなどに

より構成される。表示メモリ１８は、内部表示装置２２及び外部表示装10 

置２４において表示させる表示データの記憶領域として使用される。表

示メモリ１８の記憶領域の制御については後述する。 

   【００１６】 

表示コントローラ２０は、内部表示装置２２及び外部表示装置２４に

おける表示を制御するもので、表示メモリ１８に格納された表示データ15 

に応じて、内部表示装置２２と外部表示装置２４に対して異なる画面を

表示させることができる。 

   【００１７】 

内部表示装置２２は、携帯機器２に予め内蔵されたＬＣＤ等によって

構成される表示デバイスであり、携帯機器２の筐体のサイズに応じて比20 

較的、表示サイズが小さい表示装置である。ペンによるポインティング

デバイスが設けられる場合、内部表示装置２２の表示面と積層一体化し

て、座標データ入力用のタブレットが設けられる（図２１参照）。 

   【００１８】 

外部表示装置２４は、携帯機器２にケーブル等（無線等による接続も25 

可能）を介して任意に接続されるＣＲＴ等によって構成される表示デバ
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イスであり、本実施形態では内部表示装置２２よりも表示サイズが大き

く、かつ高解像度であるものが用いられるものとする。 

   【００１９】 

図３は、図１に示す表示コントローラ２０の概略構成を示すブロック

図である。図３に示すように、表示コントローラ２０には、メモリコン5 

トローラ２０ａ、レジスタ２０ｂ、内部表示用回路２０ｃ、外部表示用

回路２０ｄを含んで構成されている。 

   【００２０】 

メモリコントローラ２０ａは、ＣＰＵＩ／Ｆ（インタフェース）を経

由して入力されるＣＰＵ１０からの指示に応じて表示制御を行なうもの10 

で、表示データのリード／ライトが指示された場合には、この指示に応

じて表示メモリ１８に対して表示データをリード／ライトし、またレジ

スタ２０ｂに設定されたアドレスをもとに表示メモリ１８から表示デー

タをリードし、内部表示用回路２０ｃを介して内部表示装置２２へ、ま

た外部表示用回路２０ｄを介して外部表示装置２４へ出力する。なお、15 

メモリコントローラ２０ａによる表示データの表示メモリ１８からのリ

ード、及び出力の処理は一定間隔で繰り返して実行されているので、プ

ログラム（ＣＰＵ１０）が表示メモリ１８の表示データ（描画イメージ）

を変更すると出力画面にただちに反映される。 

  (ｴ) 【００２５】 20 

また、ＣＰＵ１０は、各デバイスの初期設定として（ステップＡ２）、

表示描画プログラムに従って表示制御に関係する初期化処理を実行する。

まず、内部と外部の表示デバイス固有の初期化処理（例えば表示に必要

な走査線の周波数など）を行い（ステップａ１）、内部表示に必要な表示

メモリ１８のエリアを確保する（ステップａ２）。 25 

   【００２６】 
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また、表示コントローラ２０（レジスタ２０ｂ）に対して、表示を開

始するアドレスを設定する（内部表示は先に確保した表示メモリ１８エ

リアの先頭のアドレス）（ステップａ３）。 

   【００２７】 

そして、表示描画プログラムによる初期化の終わりの処理にて、表示5 

デバイスへの出力の開始を表示コントローラ２０へ設定する。これより

システムの画面が表示される。 

   【００２８】 

こうして各デバイスの処理設定が完了すると、システム定常状態とな

る。なお、システムの定常状態とは、キーボードやペン等の入力装置１10 

６からの入力待ちの状態である。このシステムの定常状態において入力

装置１６から入力があると割り込み処理が実行される。 

   【００２９】 

図５は、割り込み処理の簡単な流れをソフトウェア的に示す図である。

まず、入力機器等のハードウェア３４において割り込みが発生すると、15 

ＯＳ３１により割り込み処理が実行される。例えば、入力装置１６がユ

ーザによって操作されると入力の割り込みが発生する（例えばキーボー

ドの打鍵やペンのタッチなど）。 

  (ｵ) 【００３３】 

次に、内部表示装置２２及び外部表示装置２４における描画の動作に20 

ついて説明する。図６は、内部表示装置２２及び外部表示装置２４で描

画を行なうための簡単な流れの仕組みを示す図である。 

    【００３４】 

ここでは、システムは定常状態であり、通常の表示、すなわち内部表

示装置２２における内部表示が行われているものとし、さらに外部表示25 

装置２４による外部表示を行わせる。 
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    【００３５】 

まず、外部表示装置２４において外部表示させるために、ユーザによ

って外部表示装置２４への表示データ（描画イメージ）の出力方法を指

定させる。この出力方法の指定は、例えばアプリケーションプログラム

３５の実行により提供される機能によって、ユーザからの指示を入力装5 

置１６から指定させる。出力方法の指定の内容としては、例えば「内部

表示と同じ描画イメージを表示する」、「内部表示と異なった描画イメー

ジを表示する」といった指定があるものとする。 

   【００３６】 

アプリケーション３５によって出力方法の指定が入力されると、ＯＳ10 

３８の制御のもとで、内部表示用と外部表示用のそれぞれの描画プログ

ラム（以下、内部表示ドライバ３６、外部表示ドライバ３７）に従って、

表示コントローラ２０に対してユーザからの指定の設定、すなわち内部

表示と外部表示に用いる表示データ（描画イメージ）を示すアドレスを

表示コントローラ２０内のレジスタ２０ｂに設定する。 15 

   【００３７】  

一方、アプリケーションプログラム３５は、内部表示装置２２と外部

表示装置２４において描画させるイメージ、すなわち内部表示イメージ

と外部表示イメージの２種類を、それぞれの表示装置の解像度に合わせ

て、表示メモリ１８上にライトする。 20 

   【００３８】 

表示コントローラ２０は、アプリケーションプログラム３５によって

ライトされた内部表示イメージと外部表示イメージに応じて、内部表示

装置２２と外部表示装置２４に対して、それぞれに応じた描画イメージ

を表示させる。 25 

   【００３９】 
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図７は、前述のようにして内部表示イメージと外部表示イメージがラ

イトされる、表示メモリ１８の使用方式の一例を示す図である。図７（ａ）

に示す例は、解像度の異なる内部表示装置２２（低解像度）と外部表示

装置２４（高解像度）に対して、表示メモリ１８の表示エリアの一部を

共有させることを示している。 5 

   【００４０】 

図７（ａ）に示すように、表示エリアの一部を共有させることにより、

外部表示装置２４において表示される描画イメージが、内部表示装置２

２おいて表示される描画イメージの一部と同じになる。なお、図７（ａ）

に示す例は、内部表示装置２２と外部表示装置２４の横方向の解像度が10 

同じ場合である。 

   【００４１】 

表示エリアの一部を共有させる場合、表示コントローラ２０のレジス

タ２０ｂに対して、外部表示用の出力アドレスと内部表示用の出力アド

レスとを同じにすることによって実現することができる。 15 

  (ｶ) 【００４４】 

以上説明したように、本実施形態における携帯機器２は、図１～図７

に示すように構成され、表示コントローラ２０の内部表示用の出力アド

レスと外部表示用の出力アドレスの設定を行なうことによって、異なる

解像度を持つ内部表示装置２２と外部表示装置２４に対して、それぞれ20 

異なるイメージや同一のイメージを表示させることが可能となる。 

    【００４５】 

次に、前述した基本構成をもとにして実行される、本発明における第

１～第５の特徴的な機能について説明する。 

    （第１機能：外部表示エリアへ表示データをコピーするコピー機能）25 

コピー機能では、前述した図１～５までの基本構成で、例えば内部表示



 

73 

 

デバイス（内部表示装置２２）が６４０×２４０の解像度、外部表示デ

バイス（外部表示装置２４）が６４０×４８０の解像度を持ち、内部と

外部でメモリの一部を共有するといった環境の装置（図７（ａ）参照）

において、外部表示エリアに内部・外部共有表示エリアの表示データを

コピーすることによって、外部表示装置２４において参照したい画面を5 

一時的に表示させることができるようにする。 

  (ｷ) 【００８３】 

    表示描画プログラムは、外部表示用の領域に関する情報（例えば開始

アドレス、メモリサイズなど）をシステムメモリ１２へ記憶することで

ＯＳへ渡す。また、表示コントローラ２０に表示を開始するアドレスを10 

設定して表示を行う（ステップＥ１５）。なお、表示内容に関しては、内

部表示及び外部表示の何れについても上位のアプリケーションによって

指定される。 

 (ｸ) 【０１０３】 

なお、上述した実施形態において記載した手法は、コンピュータに実15 

行させることのできるプログラムとして、例えば磁気ディスク（フロッ

ピーディスク、ハードディスク等）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ

等）、半導体メモリなどの記録媒体に書き込んで各種装置に提供すること  

ができる。また、通信媒体により伝送して各種装置に提供することも可

能である。本装置を実現するコンピュータは、記録媒体に記録されたプ20 

ログラムを読み込み、または通信媒体を介してプログラムを受信し、こ

のプログラムによって動作が制御されることにより、上述した処理を実

行する。 

   【０１０４】 

   【発明の効果】  25 

以上詳述したように本発明によれば、内部表示装置における内部表示
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用の表示データを格納するための領域と、内部表示装置よりも高解像度

の外部表示装置における外部表示用の表示データを格納するための領域

を表示メモリに確保し、内部表示用の表示データを選択的に外部表示用

の領域に格納することで、解像度の違いによる外部表示装置における表

示領域を有効に利用することが可能となる。 5 

イ 上記アの記載によれば、乙１公報には、乙１発明に関し、次のような開示

があることが認められる。 

   携帯機器２は、ＣＰＵ１０、システムメモリ（ＤＲＡＭ）１２、ＲＯＭ

１４、入力装置１６、表示メモリ１８、表示コントローラ２０及び内部表

示装置２２を有して構成されており、 10 

   携帯機器２は、表示コントローラ２０を介して、外部表示装置２４を接

続して表示させることができ、 

   ＣＰＵ１０は、システムメモリ１２やＲＯＭ１４に格納されたプログラ

ム、例えば表示制御に関係するＯＳ、表示描画プログラム、デバイスドラ

イバ等に従って各種の制御を実行し、 15 

   システムメモリ１２は、プログラムやデータ等の一時使用の記憶領域と

して使用され、 

   ＲＯＭ１４は、プログラム等の本体の記憶領域として使用され、 

   入力装置１６は、画面の座標位置等入力するペン（タブレット）やマウ

ス等のポインティングデバイス、文字等を入力するキーボードなどにより20 

構成され、 

   表示メモリ１８は、内部表示装置２２及び外部表示装置２４において表

示させる表示データの記憶領域として使用され、 

   表示コントローラ２０は、内部表示装置２２及び外部表示装置２４にお

ける表示を制御するものであり、 25 

   内部表示装置２２は、携帯機器２に予め内蔵されたＬＣＤ等によって構
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成される表示デバイスであり、 

   外部表示装置２４は、携帯機器２にケーブル等を介して任意に接続され

るＣＲＴ等によって構成される表示デバイスであり、 

   表示コントローラ２０は、メモリコントローラ２０ａ、レジスタ２０ｂ、

内部表示用回路２０ｃ、外部表示用回路２０ｄを含んで構成されており、 5 

   メモリコントローラ２０ａは、ＣＰＵ１０からの指示に応じて表示制御

を行うもので、表示データのリード／ライトが指示された場合には、この

指示に応じて表示メモリ１８に対して表示データをリード／ライトし、ま

たレジスタ２０ｂに設定されたアドレスをもとに表示メモリ１８から表示

データをリードし、内部表示用回路２０ｃを介して内部表示装置２２へ、10 

また外部表示用回路２０ｄを介して外部表示装置２４へ出力し、 

   キーボードやペン等の入力装置１６からの入力待ちの状態であるシステ

ム定常状態となり、このシステムの定常状態において入力装置１６から入

力があるとＯＳ３１により割り込み処理が実行され、  

   アプリケーションプログラム３５の実行により提供される機能によって、 15 

  ユーザからの指示を入力装置１６から指定させ、 

   アプリケーション３５によって出力方法の指定が入力されると、ＯＳ３

８の制御のもとで、内部表示用と外部表示用のそれぞれの描画プログラム

に従って、表示コントローラ２０に対してユーザからの指定の設定、すな

わち内部表示と外部表示に用いる表示データ（描画イメージ）を示すアド20 

レスを表示コントローラ２０内のレジスタ２０ｂに設定し、 

   一方、アプリケーションプログラム３５は、内部表示装置２２と外部表

示装置２４において描画させるイメージ、すなわち内部表示イメージと外

部表示イメージの２種類を、それぞれの表示装置の解像度に合わせて、表

示メモリ１８上にライトし、 25 

   表示コントローラ２０は、アプリケーションプログラム３５によってラ
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イトされた内部表示イメージと外部表示イメージに応じて、内部表示装置

２２と外部表示装置２４に対して、それぞれに応じた描画イメージを表示

させ、 

   内部表示装置２２が６４０×２４０の解像度、外部表示装置２４が６４

０×４８０の解像度を持ち、内部と外部でメモリの一部を共有するといっ5 

た環境の装置において、外部表示エリアに内部・外部共有表示エリアの表

示データをコピーすることによって、外部表示装置２４において参照した

い画面を一時的に表示させ、 

   表示内容に関しては、内部表示及び外部表示の何れについても上位のア

プリケーションによって指定され、 10 

   通信媒体を介してプログラムを受信する、 

   携帯機器２。 

(2) 乙１発明と本件発明との対比 

  前記(1)イの乙１発明と本件発明とを対比すると、少なくとも、構成要件Ｂ、

Ｇ、Ｈ及びＫに対応する構成に関して、以下の各点で相違することが認めら15 

れる。 

（相違点①） 

 構成要件Ｂに対応する構成として、乙１発明には無線通信手段が明示され

ていない点。 

（相違点②） 20 

 構成要件Ｄに対応する構成として、本件発明の中央演算回路は、無線通信

手段からデジタル信号を受信しているのに対して、乙１発明のＣＰＵ１０は

表示データをどこから受信したかについて、特定されていない点。 

（相違点③） 

構成要件Ｇ及びＫに対応する構成として、本件発明は携帯情報通信装置で25 

あるのに対して、乙１発明は携帯情報処理装置である点。 
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（相違点④） 

構成要件Ｈに対応する構成として、本件発明の「携帯情報通信装置」は、

「画像を表示する場合」に、「「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像

度より大きい画像データ」を処理して、画像を表示」しているのに対し、乙

１発明の「携帯装置」は、「「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度5 

より大きい画像データ」を処理して、画像を表示」することが特定されてい

ない点。 

(3) 相違点④についての検討 

事案に鑑み、相違点④について先に検討する。 

被告は、乙１発明の「表示コントローラ２０」が取り扱っている外部表示10 

装置用の表示データの解像度（６４０×４８０）は、「内部表示装置２２」の

解像度（６４０×２４０）より十分に大きいことから、この解像度は「本来

解像度」と推定でき、したがって、「「内部表示装置２２」の「解像度」より

大きい「解像度」を「本来解像度」とする」点は、本件発明と乙１発明の相

違点ではない旨を主張する。 15 

  しかし、前記(1)のとおり、乙１発明は、「内蔵した表示デバイスの解像度

よりも高解像度の外部表示機器を利用することで生じる、より広い画面表示

サイズを有効に利用する」ことを課題とし、アプリケーションプログラムに

よって、表示装置の画面に対応した解像度の描画イメージを生成するための

ものであるといえるところ、乙１発明には、外部表示装置の「より広い画面20 

表示サイズを有効に利用する」ために、具体的にどのような解像度のデータ

を扱うかについては記載がなく、かつ、前記データが「本来解像度」を有す

る画像データであることについても記載がない。 

したがって、本件発明の「携帯情報通信装置」は、「画像を表示する場合」

に、「「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」25 

を処理して、画像を表示」しているのに対し、乙１発明の「携帯装置」は、
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「「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」

を処理して、画像を表示」することが特定されていない点（相違点④）は、

本件発明と乙 1 発明との実質的な相違点であり、しかも、その技術内容に照

らし、その相違の程度は小さいものとはいえないところ、この相違点を埋め

るために組み合わせる副引用例や組合せのための示唆等は主張立証されてい5 

ない。 

また、乙１発明に記載された構成を採用した上で、さらに、本件発明に記

載されている、「携帯情報通信装置」が、「画像を表示する場合」に、「「本来

解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を処理し

て、画像を表示」する、という構成をとることが、本件優先日前において、10 

周知技術又は単なる設計事項であることを認めるに足りる証拠はない。 

  したがって、本件発明の構成要件Ｈと乙１発明の構成との間には、少なく

とも相違点④が存在し（新規性欠如は成り立たない。）、かつ、この点につい

て当業者が容易に想到し得たものとは認められない（進歩性欠如は成り立た

ない。）。 15 

(4) 小括 

以上によれば、その余の相違点について検討するまでもなく、本件発明に

ついて、乙１公報を主引例とする新規性欠如又は進歩性欠如の無効理由（無

効理由１）は認められない。 

 ７ 争点２－２（乙５公報を主引例とする進歩性欠如）（無効理由２）について 20 

(1) 乙５公報の記載事項等 

 ア 本件優先日前に頒布された刊行物である乙５公報には、図面とともに次

の事項が記載されている。 

  (ｱ) 【０００１】 

   【発明の属する技術分野】 25 

    本発明は、携帯電話機（通信機能搭載のパームトップＰＣやＰＤＡ
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［Personal Digital/Data Assistant］などの携帯電子機器を含む）に関

するものである。 

   【０００２】 

   【従来の技術】 

    従来より、携帯電話機の多くは、各種情報（静止画や動画、文字など）5 

を表示する手段として、数インチの表示部（液晶ディスプレイなど）を

有して成る。 

  (ｲ) 【０００４】 

   【発明が解決しようとする課題】 

    確かに、上記構成から成る携帯電話機は、アドレス帳や電子メールの10 

内容、或いは携帯電話機での閲覧を目的として作成されたＷｅｂコンテ

ンツ等を表示部に出力することができるので、ユーザにとって非常に便

利である。 

   【０００５】 

    しかしながら、上記構成から成る携帯電話機では、本体の携帯性を考15 

慮して表示部の設置面積を大きくとれないため、表示内容の視認性や臨

場感が乏しい上、ユーザの視力低下を招くおそれがあった。また、携帯

電話機での閲覧が意図されていないＷｅｂコンテンツについては、正常

に表示することすらできなかった。 

  (ｳ) 【０００８】 20 

   【課題を解決するための手段】 

    上記目的を達成するために、本発明に係る携帯電話機は、入力された

情報を外部表示装置で読取可能な画像信号形式に変換して出力する画像

出力部を有して成り、前記外部表示装置への情報出力を行う構成として

いる。このような構成とすることにより、本体の携帯性を損なうことな25 

く、表示内容の視認性や臨場感を向上させることが可能となる。 
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  (ｴ) 【００１２】 

    また、上記構成から成る携帯電話機において、前記外部表示装置に出

力される情報は、サーバから取得されたＷｅｂコンテンツ情報とすれば

よい。このような構成とすることにより、外部表示装置には、閲覧中の

Ｗｅｂコンテンツ情報が表示されることになるので、携帯電話機本体の5 

携帯性を損なうことなく、表示内容の視認性を向上させることが可能と

なる上、携帯電話機での閲覧が意図されていないＷｅｂコンテンツにつ

いても、正常に表示することが可能となる。また、ユーザは、外部表示

装置を通してＷｅｂコンテンツ情報を閲覧しながら、携帯電話機本体で

良好な音声通話を行うことが可能となる。 10 

   【００１３】 

また、上記構成から成る携帯電話機において、前記外部表示装置に出

力される情報は、サーバから取得されたストリーミング情報に含まれる

画像情報とすればよい。このような構成とすることにより、外部表示装

置には、再生中のストリーミング画像が表示されることになるので、携15 

帯電話機本体の携帯性を損なうことなく、表示内容の視認性及び臨場感

を向上させることが可能となる。また、ユーザは、外部表示装置を通し

て再生中のストリーミング画像を見ながら、携帯電話機本体で良好な音

声通話を行うことが可能となる。 

  (ｵ) 【００１５】 20 

   【発明の実施の形態】 

    図１は本発明に係る携帯電話機の要部構成を示すブロック図である。

本図に示すように、本発明に係る携帯電話機１は、制御部１０と、送受

信部１１と、表示部１２と、音声部１３と、操作部１４と、撮像部１５

と、記憶部１６と、画像出力部１７と、を有して成る。 25 

   【００１６】 
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    制御部１０は、ＣＰＵ［Central Processing Unit］等から成り、上

記各部１１～１７を含む装置全体の動作を制御する。送受信部１１は、

送信回路と受信回路を有して成り、アンテナ１１ａを介して電波を送受

信することで、基地局（不図示）との双方向通信を行う。なお、アンテ

ナ１１ａとしては、携帯性や格納性に優れたロッドアンテナを用いると5 

よい。表示部１２は、液晶ディスプレイ等から成る情報表示手段である。

音声部１３は、マイク１３ａやスピーカ１３ｂを制御する音声入出力手

段である。操作部１４は、ダイヤルキーやブラウザ操作キー等を備えた

入力デバイスである。撮像部１５は、ＣＣＤカメラやＣＭＯＳカメラか

ら成る画像撮影手段である。記憶部１６は、ＲＯＭやＲＡＭから成る情10 

報格納手段である。本発明の特徴部分である画像出力部１７は、入力さ

れた情報（静止画や動画、文字など）を外部表示装置２で読取可能な画

像信号形式（例えば、ビデオ信号形式）に変換して出力するインターフ

ェイス部である。 

  (ｶ) 【００１８】 15 

    第１の具体例は、記憶部１６の格納情報（アドレス帳や電子メールの

内容等）を外部表示装置２に出力する場合である。この場合、制御部１

０は、記憶部１６から所望の情報を読み出して画像出力部１７に送出し、

該情報を外部出力するように要求する。該要求を受けた画像出力部１７

は、制御部１０からの入力情報に所定の信号処理を施して外部表示装置20 

２に出力する。このような動作により、外部表示装置２には、携帯電話

機１の記憶部１６から読み出された情報が表示されることになる。従っ

て、外部表示装置２として表示部１２より大型のモニタ装置を用いれば、

携帯電話機１本体の携帯性を損なうことなく、表示内容の視認性を向上

させることが可能となる。 25 

  (ｷ) 【００２０】 
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    第３の具体例は、閲覧中のＷｅｂコンテンツ情報を外部表示装置２に

出力する場合である。この場合、制御部１０は、送受信部１１を介して

指定サーバから所望のＷｅｂコンテンツ情報を取得して画像出力部１７

に送出し、該情報を外部出力するように要求する。該要求を受けた画像

出力部１７は、制御部１０からの入力情報に所定の信号処理を施して外5 

部表示装置２に出力する。このような動作により、外部表示装置２には、

閲覧中のＷｅｂコンテンツ情報が表示されることになる。従って、外部

表示装置２として表示部１２より大型のモニタ装置を用いれば、携帯電

話機１本体の携帯性を損なうことなく、表示内容の視認性を向上させる

ことが可能となる。また、携帯電話機での閲覧が意図されていないＷｅ10 

ｂコンテンツについても、表示部１２のサイズや解像度に依存すること

なく正常に表示することが可能となる。 

イ 上記アの記載によれば、乙５公報には、乙５発明に関し、次のような開

示があることが認められる。 

    携帯電話機１は、制御部１０と、送受信部１１と、表示部１２と、操15 

作部１４と、記憶部１６と、画像出力部１７と、を有して成り、 

    制御部１０は、ＣＰＵ［Central Processing Unit］等から成り、装  

置全体の動作を制御し、 

    送受信部１１は、送信回路と受信回路を有して成り、アンテナ１１ａ

を介して電波を送受信することで、基地局との双方向通信を行い、 20 

    表示部１２は、液晶ディスプレイ等から成る情報表示手段であり、 

    操作部１４は、ダイヤルキーやブラウザ操作キー等を備えた入力デバ

イスであり、 

    記憶部１６は、ＲＯＭやＲＡＭから成る情報格納手段であり、 

    画像出力部１７は、入力された情報（静止画や動画、文字など）を外25 

部表示装置２で読取可能な画像信号形式（例えば、ビデオ信号形式）に
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変換して出力するインターフェイス部であり、 

    記憶部１６の格納情報を外部表示装置２に出力する場合、制御部１０

は、記憶部１６から所望の情報を読み出して画像出力部１７に送出し、

該情報を外部出力するように要求し、該要求を受けた画像出力部１７は、

制御部１０からの入力情報に所定の信号処理を施して外部表示装置２に5 

出力し、 

    閲覧中のＷｅｂコンテンツ情報を外部表示装置２に出力する場合、制

御部１０は、送受信部１１を介して指定サーバから所望のＷｅｂコンテ

ンツ情報を取得して画像出力部１７に送出し、該情報を外部出力するよ

うに要求し、該要求を受けた画像出力部１７は、制御部１０からの入力10 

情報に所定の信号処理を施して外部表示装置２に出力し、 

    外部表示装置２には、閲覧中のＷｅｂコンテンツ情報が表示され、  

    外部表示装置２として表示部１２より大型のモニタ装置を用い、 

    携帯電話機での閲覧が意図されていないＷｅｂコンテンツについても、

表示部１２のサイズや解像度に依存することなく正常に表示することが15 

可能となる、 

    携帯電話機１。 

(2) 乙６発明の記載事項等 

  ア 本件優先日前に頒布された刊行物である乙６公報には、図面とともに次

の事項が記載されている。 20 

   (ｱ) 請求項１ 

     情報処理装置に接続された複数の表示装置間で表示信号の出力先を切

り換えるための画面表示制御方法において、 

(a) 接続されている複数の表示装置夫々の物理的な最高解像度を検

査し且つ記憶するための第１の解像度管理段階と、 25 

(b) 画面バッファのアロケーションを行うための最高解像度（静的最
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高解像度）を設定するための第２の解像度管理段階と、 

(c) ユーザからの指示に応じて表示信号の出力先となる表示装置を

指定するための切り換え段階と、 

(d) 現在画面表示を行っているソフトウェアの表示能力に応じて最

高解像度（動的最高解像度）を設定するための第３の解像度管理段5 

階と、 

(e) 前記切り換え段階によって新たに表示信号の出力先として指定

された表示装置上での物理的な解像度を、前記第１の解像度管理段

階にて管理されている該表示装置の物理的な解像度か、又は前記第

３の解像度管理段階によって設定された動的解像度のうちいずれか10 

低いものに設定するための解像度決定手段と、を具備することを特

徴とする画面表示制御方法 

   (ｲ) 【０００６】 

     ＰＣが表示信号の出力先を切り換えるときの問題点の１つは、表示装

置間での解像度の相違である。（例えば家庭用ＴＶモニタの解像度は、Ｎ15 

ＴＳＣ方式なら６４０×４００ドットであり、ＰＡＬ方式なら８００×

６００ドットである。また、ＬＣＤディスプレイの解像度は６４０×４

８０ドット、８００×６００ドット、１０２４×７６８ドットなど、画

面サイズに応じて様々である。また、ＣＲＴディスプレイの解像度は比

較的高く、１０２４×７６８ドット、又は１２８０×１０２４ドットが20 

一般的である。） 

  (ｳ) 【００２６】 

     【発明の実施の形態】 

以下、図面を参照しながら本発明の実施例を詳解する。 

【００２７】 25 

Ａ．パーソナル・コンピュータ（ＰＣ）１００のハードウェア構成図
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１は、本発明の実施に供されるＰＣ（以下、「システム」ともいう）１０

０のハードウェア構成を概略的に示したブロック図である。以下、各部

について簡単に説明する。 

  (ｴ) 【００３４】 

ビデオ・アダプタ２０は、コンピュータ信号をビデオ信号に変換して5 

表示装置（例えばＬＣＤ５２、あるいはＴＶモニタ５１やＣＲＴモニタ

５３など）に出力するための周辺機器である。より具体的には、ビデオ・

アダプタ２０は、ＣＰＵ１０から受け取った描画命令を処理してフレー

ム・バッファ（ＶＲＡＭ）４０に一旦書き込むとともに、表示装置の走

査タイミングに同期させてフレーム・バッファ４０中から画像情報を順10 

次読み出して、ビデオ信号に変換して表示装置（例えば標準装備された

ＬＣＤ５２）に供給するようになっている。また、ビデオ・アダプタ２

０は、画面の解像度や発色数、表示速度などをコントロールするように

もなっている。 

   【００３５】 15 

フレーム・バッファ４０は、ＷｉｎｄｏｗｓやＯＳ／２、あるいはＤ

ＯＳなどの起動中のソフトウェアが表示する画面を一時書き込むための

記憶媒体である。フレーム・バッファ４０は、各ドットの持つデータ数

に応じた枚数（Ｒ、Ｇ、Ｂ、…）だけプレーン数で構成され、１プレー

ンのドット・サイズは、ビデオ・アダプタ２０が許容する最高解像度に20 

応じた充分な大きさであり、例えば最高解像度のＣＲＴディスプレイ５

３に対応した１２８０×１０２４ドット・サイズである。実際にフレー

ム・バッファ４０に書き込まれる画面サイズは、起動中のソフトウェア

にも依存し、例えばＷｉｎｄｏｗｓやＯＳ／２が表示可能な最高解像度

（すなわちウィンドウ画面）は１０２４×７６８である。フレーム・バ25 

ッファ４０中に書き込まれたソフトウェア画面は、表示装置５１、５２、
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５３（後述）上の現実に映し出された画面ではないことから、「仮想スク

リーン」とも呼ばれる。 

     【００３６】 

ＴＶモニタ５１、ＬＣＤ５２、及びＣＲＴディスプレイ５３は、シス

テム１００に装着可能な、あるいは標準装備された表示装置である。一5 

般には、ノートブック型ＰＣはＬＣＤを、デスクトップ型ＰＣはＣＲＴ

ディスプレイを、それぞれ標準装備しているが、いずれを装備するかと

いうこと自体は設計的事項に過ぎない。ＴＶモニタ５１やＬＣＤ５２は、

時としてフレーム・バッファ４０の仮想スクリーンよりも解像度が低い

こともあるが、このような場合にはビデオ・アダプタ２０が仮想スクリ10 

ーンから適切なサイズだけを切り出して表示するようになっている。表

示装置５１、５２、５３上に現実に映し出された画面は、「実スクリーン」

とも呼ばれる。 

   (ｵ) 【００３８】 

Ｂ．ビデオ・アダプタ２０のハードウェア構成図２は、ＰＣ１００の15 

ハードウェア構成要素のうち、ビデオ・アダプタ２０、及びその周辺を

さらに詳しく示したブロック図である。同図において、ビデオ・アダプ

タ２０は、インターフェース部２１と、フレーム・バッファ制御部２２

と、ＬＣＤ表示制御部２３と、内部ＲＡＭＤＡＣ２４と、ＣＲＴ表示制

御部２５とを含んでいる。また、ビデオ・アダプタ２０は、ＴＶモニタ20 

５１、ＬＣＤ５２、ＣＲＴディスプレイ５３の各々にビデオ信号を出力

するための出力端子を有している。 

   (ｶ) 【００４０】フレーム・バッファ制御部２２は、フレーム・バッファ

４０へのアクセス（リード及びライト）を制御するためのものである。

より具体的には、フレーム・バッファ制御部２２は、仮想スクリーンを25 

フレーム・バッファ４０に書き込むとともに、仮想スクリーンから実ス
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クリーンを切り出すようになっている。 

     【００４１】 

ＬＣＤ表示制御部２３は、フレーム・バッファ４０から読み出された

画像情報を並列－直列変換して直列のビデオ信号を発生し、表示タイミ

ングをとりながらＬＣＤ５２に供給するためのものである。本実施例の5 

ＬＣＤ表示制御部２３は、設定された解像度に従って、１画面のサイズ

が６４０×４００、６４０×４８０、８００×６００、１０２４×７６

８のいずれかとなるタイミングで駆動する。 

     【００４２】 

ＬＣＤ表示制御部２３が出力するビデオ信号は、ＴＶモニタ５１やＬ10 

ＣＤ５２に供給される。ＴＶモニタ５１は、ＮＴＳＣ／ＰＡＬ方式であ

りＰＣ１００とはデータ・フォーマットが異なるため、ＴＶエンコーダ

２７によって復号化したビデオ信号が供給されるようになっている。本

実施例のＴＶモニタ５１は、最高で６４０×４０８０ドット・サイズの

画面を表示することができる（但しＮＴＳＣ方式の場合。ＰＡＬ方式な15 

ら８００×６００）。また、ＬＣＤ５２の最大表示画面サイズは、６４０

×４８０ドット、８００×６００ドット、１０２４×７６８ドットのい

ずれかである。 

   【００４３】 

内部ＲＡＭＤＡＣ２４は、フレーム・バッファ４０から読み出された20 

デジタル形式のままの画像情報をアナログ形式のビデオ信号に変換して

から、ＣＲＴディスプレイ５３に供給するようになっている。ＲＡＭＤ

ＡＣ２４は、カラー・パレットを持ち、これに基づいてアナログ信号に

高速変換することが可能である。 

     【００４４】 25 

ＣＲＴ表示制御部２５は、表示タイミングをとるための駆動制御信号
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（例えば水平同期信号ｈｓｙｎｃや垂直同期信号ｖｓｙｎｃ）をＣＲＴ

ディスプレイ５３に供給するためのものである。本実施例のＣＲＴ表示

制御部２５は、設定された解像度に従って、１画面のサイズが１０２４

×７６８、又は１２８０×１０２４のいずれかとなるタイミングで駆動

する。 5 

   【００４５】 

内部ＲＡＭＤＡＣ２４及びＣＲＴ表示制御部２５が出力するビデオ信

号及び駆動制御信号は、ＣＲＴディスプレイ５３に供給される。本実施

例のＣＲＴディスプレイ５３の最高解像度は、１０２４×７６８、又は

１２８０×１０２４のいずれかである。 10 

     【００４６】 

表示画面の解像度の制御は、ビデオ・アダプタ２０が所与の設定値に

基づいて行う（前述）。システム起動時には、ビデオ・アダプタ２０の解

像度（すなわちＬＣＤ表示制御部２３やＣＲＴ表示制御部２５が駆動す

る解像度）は、ＣＭＯＳＲＡＭ５５の書き込みデータに従って設定され15 

る。そして、ＬＣＤ表示制御部２３やＣＲＴ表示制御部２５は、設定さ

れた解像度に応じて各表示装置５１、５２、５３を駆動制御するように

なっている。本実施例では、Ｄ項で後述するように、ＢＩＯＳの中に特

別なインターフェースが用意されており、該インターフェースによって

ビデオ・アダプタ２０に設定された解像度を動的に切り換えることがで20 

きるようになっている。 

  イ 上記アの記載によれば、乙６公報には、乙６発明に関し、次のような

開示があることが認められる。 

      ビデオ・アダプタ２０は、ＣＰＵ１０から受け取った描画命令を処

理してフレーム・バッファ（ＶＲＡＭ）４０に一旦書き込むとともに、25 

表示装置の走査タイミングに同期させてフレーム・バッファ４０中か
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ら画像情報を順次読み出して、ビデオ信号に変換して表示装置に供給

するようになっており、 

  実際にフレーム・バッファ４０に書き込まれる画面サイズは、起動

中のソフトウェアにも依存し、例えばＷｉｎｄｏｗｓやＯＳ／２が表

示可能な最高解像度は１０２４×７６８であり、 5 

ＴＶモニタ５１やＬＣＤ５２は、時としてフレーム・バッファ４０

の仮想スクリーンよりも解像度が低いこともあるが、このような場合

にはビデオ・アダプタ２０が仮想スクリーンから適切なサイズだけを

切り出して表示するようになっており、 

ビデオ・アダプタ２０は、インターフェース部２１と、フレーム・10 

バッファ制御部２２と、ＬＣＤ表示制御部２３と、内部ＲＡＭＤＡＣ

２４と、ＣＲＴ表示制御部２５とを含んでいる、 

      ビデオ・アダプタ２０。 

  (3) 乙５発明と本件発明との対比 

前記(1)イの乙５発明と本件発明とを対比すると、少なくとも、構成要件Ｄ、15 

Ｅ、Ｆ、Ｈ、Ｉに対応する構成に関して、次の各点で相違することが認めら

れる。 

   （相違点①） 

     構成要件Ｄに対応する構成として、本件発明の「データ処理手段」には、

「該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のＶＲＡＭに対してビットマ20 

ップデータの書き込み／読み出しを行い、「該読み出したビットマップデ

ータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記

ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するグラフ

ィックコントローラ」が備えられているのに対し、乙５発明には「グラフ

ィックコントローラ」及び「単一のＶＲＡＭ」が特定されていない点。 25 

   （相違点②） 
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構成要件Ｅに対応する構成として、本件発明の「ディスプレイ手段」は、

「グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき」動

作するのに対し、乙５発明の「表示部１２」は、「デジタル表示信号」が「グ

ラフィックコントローラから受信した」ものである点が特定されていない

点。 5 

   （相違点③） 

     構成要件Ｆに対応する構成として、本件発明の「インターフェース手段」

は、「グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき」

動作するのに対し、乙５発明の「画像出力部１７」は「グラフィックコン

トローラから受信したデジタル表示信号に基づき」動作することについて10 

特定されていない点。 

   （相違点④） 

     構成要件Ｈに対応する構成として、本件発明の「グラフィックコントロ

ーラ」は、「前記携帯情報通信装置が「本来解像度がディスプレイパネルの

画面解像度より大きい画像データ」を処理して画像を表示する場合に、前15 

記単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像

度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビット

マップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信

号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能と、前記単一のＶＲＡＭか

ら「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像20 

のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを

伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インタ

ーフェース手段に送信する機能」を実現しているのに対し、乙５発明には、

「グラフィックコントローラ」が「本来解像度がディスプレイパネル（表

示部１２）の画面解像度より大きい画像データ」を処理し、表示部１２及25 

び外部表示装置２に画像を表示するための信号を生成することが特定さ
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れていない点。 

   （相違点⑤） 

構成要件Ｉに対応する構成として、本件発明では「ビットマップデータ

を伝達するデジタル表示信号」が変換される伝送方式が列挙されているの

に対し、乙５発明では「デジタル表示信号」はどの「伝送方式」に変換さ5 

れるのか特定されていない点。 

(4) 相違点④の容易想到性について 

   ア 事案に鑑み、相違点④について先に検討する。 

被告は、相違点④について、乙５発明の「制御部１０」を乙１発明の「Ｃ

ＰＵ１０」及び「表示コントローラ２０」に置き換えてみることにより当10 

業者が容易に想到できたことである旨を主張する。 

     しかし、乙５発明に開示された内容（前記(1)）、及び乙１発明に開示さ

れた内容（前記６(1)）に照らすと、乙５発明の「画像データを処理して画

像を表示する」ための構成と、乙１発明の「描画イメージを表示する」た

めの構成とは、それぞれを構成する構成要素の機能が大きく異なっており、15 

乙５発明の「制御部１０」を乙１発明の「ＣＰＵ１０」、「表示コントロー

ラ２０」及び「表示メモリ」に置き換え、さらに、「表示コントローラ２０」

によって表示部１２と外部表示装置２との両方の画像信号を生成するこ

ととし、「画像出力部１７」において外部表示装置２のための画像信号の生

成を除いた信号処理を行うように組み合わせる動機付けがあるとはいえ20 

ない。 

したがって、当業者において、相違点④に係る乙５発明に乙１発明を組

み合わせることによって、相違点④に係る構成を容易に想到することがで

きたものとは認められない。 

   イ また、被告は、相違点④について、乙５発明の「制御部１０」を乙６発25 

明の「ＣＰＵ１０」、「ＬＣＤ表示制御部２３」、「内部ＲＡＭＤＡＣ２４」
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及び「ＣＲＴ表示制御部２５」に置き換えてみることによって当業者が容

易に想到できたことである旨を主張する。 

     しかし、乙５発明に開示された内容（前記(1)）及び乙６発明に開示され

た内容（前記(2)）に照らすと、乙５発明と乙６発明とは画像表示に関する

構成が大きく異なっており、乙５発明に対して、乙６発明の構成要素に含5 

まれる複数の機能の中から、所定の機能のみを切り出して置き換える動機

付けがあるとはいえない。 

     したがって、当業者において、相違点④に係る乙５発明に乙６発明を組

み合わせることによって、相違点④に係る構成を容易に想到することがで

きたものとは認められない。 10 

(5) 小括 

 以上によれば、その余の相違点について検討するまでもなく、本件発明に

ついて、乙５公報を主引例とする進歩性欠如の無効理由（無効理由２）は認

められない。  

８ 争点２－３（「単一のＶＲＡＭ」なる語句の意義が不明瞭であることによる明15 

確性要件違反（無効理由３））について 

   被告は、「単一のＶＲＡＭ」という語句の意義が不明確であるため、明確性

要件を満たさない旨を主張する。 

   しかし、前記５で説示したとおり、「単一のＶＲＡＭ」とは、ハードウェア

としてのＶＲＡＭ（ディスプレイに表示する画像データを一時的に蓄積するメ20 

モリ）が一つ存在することを意味するものと理解できるから、「単一のＶＲＡ

Ｍ」という語句の意義が不明確であるとは認められない。 

   したがって、本件特許の特許請求の範囲の記載が第三者に不測の不利益を及

ぼすほどに不明確であるとはいえず、明確性要件違反の無効理由（無効理由３）

は認められない。 25 

９ 争点２－４（本件明細書に「単一のＶＲＡＭ」としたことの作用効果の記載
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がないことによるサポート要件違反（無効理由４））について 

  被告は、本件明細書の発明の詳細な説明には「単一のＶＲＡＭ」としたこと

の作用効果について何ら記載がないため、本件特許の請求項１に係る発明は、

発明の詳細な説明に記載されたものということができず、特許法３６条６項１

号の要件を満たさない旨を主張する。 5 

しかし、前記１(2)のとおり、本件明細書には、本件発明の解決しようとする

課題として、外部ディスプレイ手段において、付属ディスプレイの画面解像度

よりも解像度が大きい画像を表示することを、不合理な二重投資や非効率な資

源利用がないように、外部ディスプレイ手段向けの専用の表示データ生成手段

を、付属ディスプレイに画像を表示するためにもともと必要である表示データ10 

生成手段（付属表示データ生成手段）とは別個に使用することなく、付属表示

データ生成手段への若干の機能追加だけで実現することに係る課題が開示され

ており、本件発明は、上記のような課題を解決するため、特許請求の範囲に記

載された「単一のＶＲＡＭ」を含む構成を採用することで、「携帯情報通信装置

に大画面ディスプレイ手段を含む周辺装置、及び／又は、大画面ディスプレイ15 

手段が接続される周辺装置を接続することにより、該大画面外部ディスプレイ

手段において、付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表

示すること」を「該大画面外部ディスプレイ手段向けの専用の表示データ生成

手段を、付属ディスプレイに画像を表示するためにもともと必要である表示デ

ータ生成手段とは別個に使用することなく、大画面ディスプレイ手段を含む周20 

辺装置、及び／又は、大画面ディスプレイ手段が接続される周辺装置との間の

インターフェース手段の追加と、付属表示データ生成手段への若干の機能追加

だけで実現する」（段落【００３１】）という作用効果を奏するものであると認

められる。 

そして、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、上記のよう25 

な本件発明の課題について、本件発明の構成を採用することによって解決でき
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ることを認識できるというべきである。 

そうすると、本件発明に係る特許請求の範囲の記載と本件明細書の発明の詳

細な説明の記載とを対比すれば、特許請求の範囲に記載された本件発明が、本

件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で、その発明の詳細な説明の記

載により当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである5 

といえるから、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載したもので

あると認められる。 

したがって、被告の上記主張には理由がない。 

10 争点２－５（訂正要件違反（無効理由５））について 

(1) 本件特許に本件訂正前の特許請求の範囲は、別紙「本件訂正前の特許請求10 

の範囲」に記載のとおりである（甲２、３）。 

   すなわち、本件訂正では、訂正後の本件発明における構成要件Ｄ及びＨに

対応する部分について「単一のＶＲＡＭ」という語句が追加され、グラフィ

ックコントローラが「単一のＶＲＡＭ」に対してビットマップデータの書き

込み／読み出しを行い（構成要件Ｄ）、グラフィックコントローラが「単一の15 

ＶＲＡＭ」からディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像

のビットマップデータ及びディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像

度を有する画像のビットマップデータを読み出す（構成要件Ｈ）ことが特定

されている（甲３。本件訂正における訂正事項４及び７）。 

(2) 被告は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面には20 

「単一のＶＲＡＭ」という語句はなく、また、「単一のＶＲＡＭ」という技術

的事項は上記の明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合する

ことによっても導かれる技術的事項ではないとして、特許請求の範囲の記載

に「単一のＶＲＡＭ」という語句を追加することは特許法１２６条５項に違

反すると主張する。 25 

   そこで検討するに、本件明細書には、本件発明における「ＶＲＡＭ」の動
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作に対応する記載（【０１１５】、【０１１７】、【０１２７】等）があり、グラ

フィックコントローラが「ＶＲＡＭ」に対してビットマップデータの書き込

み／読み出しを行うこと、グラフィックコントローラが「ＶＲＡＭ」からデ

ィスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデ

ータ及びディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像の5 

ビットマップデータを読み出すことが開示されているほか、【図１】にも「Ｖ

ＲＡＭ」の記載が存在する。 

   そして、前記５(1)のとおり、本件発明における「単一のＶＲＡＭ」とは、

「ＶＲＡＭ」がハードウェアとして一つであることを指すと解すべきところ、

本件明細書においては、「ＶＲＡＭ」のハードウェアとしての個数についての10 

特定はされていないが、ＶＲＡＭが物理的に複数であることを必要とするよ

うな記載は見られない。そして、【図１】における「ＶＲＡＭ１」の記載も、

「ＶＲＡＭ」が物理的に一つのハードウェアであることと矛盾するものでは

ない。 

   また、本件明細書に開示された本件発明の外部ディスプレイ手段向けの専15 

用の表示データ生成手段を、付属ディスプレイに画像を表示するためにもと

もと必要である表示データ生成手段とは別個に使用しないという作用効果

（前記１(2)）は、「ＶＲＡＭ」をハードウェアとして一つのものとして構成

することと矛盾しない。 

   そうすると、特許請求の範囲に「単一のＶＲＡＭ」との文言を加える訂正20 

は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した

事項の範囲内での訂正であり、特許法１２６条５項の要件に適合するものと

いうべきである。 

   なお、被告は、本件明細書等からは、ＶＲＡＭが「単一」であることの積

極的な意義を見出すことができず、「単一のＶＲＡＭ」にするという技術的事25 

項は導き出せないことも根拠とするが、仮に、本件発明において、「ＶＲＡＭ」
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を一つのハードウェアとして構成すること自体には特段の技術的意義がない

としても、「単一」のものに限定することが新規の技術的事項の追加になるも

のではない。 

   したがって、被告の訂正要件違反（無効理由５）の主張には理由がない。 

11 争点２－６（本件明細書に「適切に処理する」以外の処理が記載されていな5 

いことによるサポート要件違反（無効理由６）） 

  被告は、本件特許の構成要件Ｄには、「必要な処理を行い」及び「処理する」

との要件が含まれるが、本件明細書には、段落【００３２】に記載されている

「適切に処理する」以外の処理が記載されていないから、本件特許の請求項１

に係る発明は、発明の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えており、特許10 

法３６条６項１号の要件を満たさない旨を主張する。 

  しかし、前記１(2)のとおり、本件明細書には、本件発明の解決しようとする

課題として、外部ディスプレイ手段において、付属ディスプレイの画面解像度

よりも解像度が大きい画像を表示することを、不合理な二重投資や非効率な資

源利用がないように、外部ディスプレイ手段向けの専用の表示データ生成手段15 

を、付属ディスプレイに画像を表示するためにもともと必要である表示データ

生成手段（付属表示データ生成手段）とは別個に使用することなく、付属表示

データ生成手段への若干の機能追加だけで実現することに係る課題が開示され

ており、前記３(1)に説示したところに照らせば、当業者は、本件明細書の発明

の詳細な説明の記載から、上記のような本件発明の課題について、特許請求の20 

範囲に記載された構成を採用することによって解決できることを認識できると

いうべきである。 

そうすると、本件発明に係る特許請求の範囲の記載と本件明細書の発明の詳

細な説明の記載とを対比すれば、特許請求の範囲に記載された本件発明が、本

件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で、その発明の詳細な説明の記25 

載により当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである
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といえるから、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載したもので

あると認められる。 

したがって、被告の上記主張には理由がない。 

12 小括 

  以上のとおりであり、被告各製品は、本件発明の技術的範囲に属するものと5 

認められ、また、本件特許について被告の主張する各無効理由はいずれも認め

られないから、争点３（訂正の対抗主張の可否）について判断するまでもなく、

被告による被告各製品の製造販売は、原告の本件特許権を侵害するものと認め

られる。 

13 争点４（特許権侵害の不法行為による損害の発生の有無及びその額）につい10 

て 

(1) 被告による被告各製品の製造、販売（前提事実(6)）に係る本件発明の実施

料相当額は、別紙「被告各製品の売上高」記載の被告各製品の売上高を基準

とし、そこに実施に対し受けるべき料率を乗じて算定するのが相当である。 

そして、特許発明の実施に対し受けるべき料率を認定するに当たっては、15 

①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかで

ない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発

明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可

能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や

侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟20 

に顕れた諸事情を総合考慮するのが相当である。 

(2) 実施料率認定の考慮要素に係る事情 

ア 原告における特許発明の実施許諾の実績等 

原告において、本件発明についての実施許諾契約が締結されたことはな

い（弁論の全趣旨）。原告は、携帯情報通信装置等を製造、販売するメーカ25 

ーではなく、被告との競業関係はない。また、原告は、自社が考案・開発
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した情報処理・通信システムについて、自社自身で製造、販売することは

せず、他社に実施許諾をして実施料を得ることを営業方針としているもの

の、これまで原告が保有する特許発明について、実施許諾契約の締結に至

った例はない（弁論の全趣旨）。 

   イ 文献に記載された実施料の相場等 5 

本件発明に関連する実施料の相場等について、調査研究報告書（「知的

財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告

書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～ 本

編 平成２２年３月」）には、次のような記載がある（甲５５）。  

(ｱ) 調査研究報告書には、国内企業・団体を対象として、平成２１年１１10 

月から平成２２年２月に実施されたアンケート結果として、技術分類の

うち「電気」の製品分野においては、ロイヤルティ料率の平均値が２．

９％（最大値９．５％、最小値０．５％）であり、「コンピュータテクノ

ロジー」の製品分野においては、ロイヤルティ料率の平均値が３．１％

（最大値７．５％、最小値０．５％）であることの記載がある。 15 

また、調査研究報告書では、「電気」の製品分野である、エレクトロニ

クス業界のライセンス交渉実態及びロイヤルティ決定手順について、次

の①、②のような記載がされている。 

①  規格技術に関する特許に係るパテントプールの例では、地デジの

通信規格技術について、特許３００件ほどのパテントプールが形成20 

され、地デジＴＶ一台あたり、２００円の特許料が徴収されている

こと、ＭＰＥＧ２ビデオ圧縮技術について、特許１００件ほどのパ

テントプールが形成され、ＤＶＤなどの製品１台あたり、２米ドル

の特許料が徴収されていること。 

②  デバイス等の製品は、数百から数千の要素技術で成り立っており、25 

一つのデバイスが関連する特許は膨大な量となり、１件あたりのロ
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イヤルティ料率を定めると１００％を超えてしまうため、デバイス

に関する特許は、各社が保有する特許群の中で代表的な特許を選抜

し、クロスライセンスによる交渉を行うことが主流であり、交渉に

よって得られたロイヤルティの差がロイヤルティ料率又は一時金

として設定され、その相場は１％未満となること。 5 

(ｲ) 上記(ｱ)のとおり、調査研究報告書には、電気等の分野の実施料率の平

均値等の記載があるものの、同報告書では、エレクトロニクス業界のラ

イセンス交渉実態について、一つのデバイスが関連する特許が膨大な量

となることから、実施料率の定めに特徴がある旨の記載がされており、

そこで例示されている実施料率は、上記の平均値を大幅に下回るもので10 

ある。 

このような事情はスマートフォン又はタブレットである被告各製品に

も当てはまるものと考えられるから、被告各製品に関して、業界における

実施料の相場等として上記の平均値等の記載を採用するのは相当とはい

えない。 15 

ウ 被告における被告各製品に関する実施許諾契約の実績 

(ｱ) 被告従業員作成の陳述書（乙１３、１５）においては、被告各製品に関

する実施許諾契約の内容について、次の説明がされている。 

ａ 携帯電話に関する特許は、携帯電話の分野における標準規格の実施

に不可欠な特許（標準必須特許）とそれ以外の特許（アプリ特許）に20 

分けられるところ、被告は、携帯電話メーカー業界の慣行として、い

ずれについても、実施許諾地域を全世界として、複数の特許権を一括

でライセンス契約を締結している。 

ライセンス料の方式には、売上高に一定の料率を掛けて算出される

ランニングロイヤルティを支払う「ランニング方式」と、契約締結時25 

に実施料を一括して支払う「一時金方式」がある。 
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ｂ 標準必須特許のライセンスを含めず、被告各製品の製造、販売に関

連する１０社との間のライセンス契約について、パテントファミリー

単位で１件当たりのライセンス料率を算定する（一時金方式を取るも

のについてもライセンス期間中の売上高からライセンス料率を算定す

る）と、平均●(省略)●％となる。 5 

ｃ 前記ｂの１０社のうち、ランニング方式での契約は１社（Ｃ社）で

あり、残りは一時金方式であった。このＣ社との契約においては、●

(省略)●。 

ｄ 平成２２年頃の画像処理・外部出力関連の標準規格としてはＨＤＭ

Ｉ通信規格を含む４規格が存在し、被告は、その当時、被告各製品の10 

販売に関連し、特許ライセンス料を含むこれらの規格の使用許諾料と

して、１台当たり合計０．８米ドルを支払っていた。 

(ｲ) 前記(ｱ)の陳述書の記載内容は、調査研究報告書における前記イ(ｱ)の

記載とも整合的であり、本件において、その合理性を疑わせる事情は特

段うかがわれず、前記アのとおり、原告による実施許諾の実績がないこ15 

とも踏まえれば、本件発明に関し、業界における実施料の相場等を示す

ものとして、上記陳述書の説明内容を参考とするのが相当である。 

エ 本件発明の代替可能性、利益への貢献等 

(ｱ) 本件発明の課題や作用効果は、前記１(2)のとおりであり、特許請求の

範囲（請求項１）に記載された構成を採用することによって、不合理な二20 

重投資や非効率な資源利用を避けつつ、携帯電話機等の携帯情報通信装

置に周辺装置を接続することにより、大画面外部ディスプレイ手段にお

いて付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示す

ることを実現するというものである。しかして、被告各製品においては、

ＨＤＭＩ端子を介した外部表示機能を実現する際に本件発明が実施され25 

ているものであるが、本件発明は、ＨＤＭＩ端子を介した外部表示に係
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る通信規格等に関する特許発明のように、外部表示機能の実現自体のた

めに必須のものとまでは認められない。 

また、不合理な二重投資や非効率な資源利用を避けつつ、携帯電話機

に外部表示機能を実施するという作用効果につき、これを本件発明の構

成以外では実現できないことを認めるに足りる証拠はない。 5 

したがって、本件発明が他の技術によって代替不可能なほどに重要な

ものであるとまではいえないというべきである。 

(ｲ) 原告は、本件発明を実施することによって、「高解像度画像の外部表示

のための部品」を追加することなく、不合理な二重投資や非効率な資源

利用を避けつつ、携帯電話機に外部表示機能を実施するという作用効果10 

を実現できるから、実施しない構成と比較して少なくとも製品１台当た

り１０００円のコストが削減できる旨を主張する。 

  しかしながら、前記(ｱ)のとおり、不合理な二重投資や非効率な資源利

用を避けつつ、携帯電話機に外部表示機能を実施することが、本件発明

における構成以外では実現できないとは認められない上、被告において、15 

本件発明の構成を採用しない場合であっても、製造コストの低い部品構

成を試みること自体は、製造業者として当然のことと考えられる。 

 そうすると、他の方法と比較して、本件発明の構成を採用することが

被告の利益にどの程度貢献しているかにつき、原告が主張するような具

体的な金額によって確定することはできないというべきである。 20 

 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

(3) 実施料率の認定 

ア 上記(2)アないしウによれば、①実際の実施許諾契約における実施料率、

業界における実施料の相場等について、次の点を指摘することができる。 

  本件発明を含め、原告による特許発明の実施許諾の実績はない。また、25 

業界における実施料の相場等として、調査研究報告書における平均値等の
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記載を採用することも相当ではない。このような状況に照らせば、本件発

明に関し、業界における実施料の相場等を示すものとしては、被告が締結

した被告製品に関する特許の実施許諾契約の内容を参考とするのが相当で

ある。 

そして、被告の従業員作成に係る前記陳述書においては、被告各製品に5 

関連する標準必須特許以外のライセンス契約において、パテントファミリ

ー単位での特許権１件あたりのライセンス料率が●(省略)●％であり、ま

た、ランニング方式での契約をとるＣ社との契約においては、代表的な特

許１件当たりのライセンス料率の平均が約●(省略)●％であったこと、ま

た、被告が、平成２２年頃、被告各製品の販売に関連し、画像処理・外部10 

出力関連の標準規格の特許ライセンス料を含む使用許諾料として支払っ

ていた額は１台当たり合計０．８米ドルであったことが説明されている。 

イ 上記アの点に加え、前記(2)エのとおり、②本件発明が被告各製品にとっ

て代替不可能なものとは認められず、③本件発明を実施することによる被

告の利益の程度も明らかではないこと、前記(2)アのとおり、④原告と被告15 

との間に競業関係がなく、原告は、特許発明について自社での実施はして

おらず、他社に実施許諾をして実施料を得ることを営業方針としているも

のの、これまで保有する特許発明について、実施許諾契約の締結に至った

ことはないことといった事情を総合考慮すれば、本件発明について、被告

各製品の製造、販売に対して受けるべき実施料率は０．０１％と認めるの20 

が相当である。 

(4) 損害額のまとめ 

以上によれば、本件において、原告の特許法１０２条３項による損害額は、

別紙「被告各製品の売上高」記載の被告各製品の売上高合計８１９億９４５

８万９０００円（前記第２の２の前提事実(6)）に実施料率０．０１％を乗じ25 

た８１９万９４５８円（１円未満切り捨て）と認められる。 
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したがって、原告は、被告に対し、本件特許権侵害の不法行為による損害

賠償請求として、８１９万９４５８円及びこれに対する不法行為の後である

令和元年１２月１３日（本件訴状送達日の翌日）から支払済みまで、改正前

民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。 

14 争点６（不法行為に基づく損害賠償請求権についての消滅時効の成否）につ5 

いて 

   事案に鑑み、争点６について先に判断する。 

被告は、原告が、別件訴訟の判決日である平成２５年８月２日頃には、被告

が被告各製品の販売を行っていたことを知っていたことを前提に、被告各製品

は、本件訴訟の訴状提出日（令和元年１１月２９日）より３年以上前の平成２10 

６年度中には販売を終了していたから、その頃には原告は、本件特許権侵害に

係る「損害及び加害者」を知ったというべきであるとして、不法行為による損

害賠償請求権は時効により消滅した旨を主張する。 

   ところで、消滅時効の起算点は、被害者等が「損害及び加害者を知った時」、

すなわち加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度15 

にこれを知った時を意味するものと解するのが相当であり、また、違法行為に

よる損害の発生及び加害者を現実に了知したことを要すると解される。そして、

本件のような物の製造販売による特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求

の事案では、被害者である特許権者が、上記不法行為の成立の認識、すなわち、

加害者による当該物の製造販売の事実及びそれによる損害発生の事実を認識し20 

たことに加え、当該物が当該特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すること

を認識したことも必要であると解するのが相当である。 

しかるに、原告が平成２５年８月２日頃には被告各製品が販売されているこ

とを知っていたこと、及び被告各製品が平成２６年度中には販売を終了してい

たこと、という被告主張に係る各事実をもって直ちに、原告が平成２５年８月25 

２日頃又は平成２６年頃に、被告各製品が本件発明の技術的範囲に属すること
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についてまで認識していたと認めることはできない。また、本件訴訟の被告各

製品と別件訴訟の対象製品とは異なるものであることに照らすと（乙２、３）、

平成２５年８月２日に別件訴訟の判決が言い渡された事実は、上記説示を左右

するものとはいえない。 

そのほかに、原告が、平成２５年８月２日頃又は平成２６年頃の時点で、被5 

告各製品が本件発明の技術的範囲に属することについてまで認識していたこと

を認めるに足りる証拠はない。 

以上によれば、被告の主張は前提を欠き、消滅時効の抗弁は認められない。 

 15 争点５（本件発明の実施についての不当利得返還義務の有無及び返還すべき

利得の額）について 10 

  原告は、予備的に、原告が本件発明の実施料相当額の支払を免れたとし、同

額を返還すべき利得の額として不当利得返還請求をするところ、同請求に係る

返還すべき利得の額は、その内容に照らし、前記１３で認定した損害額の限度

で理由があるが、これを上回ることはない。 

  したがって、原告の被告に対する不当利得返還請求は、そのうち、前記１３15 

で認定した損害額の限度で理由があるが、これを上回る部分については理由が

ない。 

16 結論 

  よって、原告の主位的請求及び予備的請求は、主文第１項記載の限度で理由

があり、その余の主位的請求及び予備的請求はいずれも理由がないから棄却す20 

ることとして、主文のとおり判決する。 

 

   東京地方裁判所民事第４７部 

 

 25 
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裁判官                       

小   口   五   大 

 

 

 5 

裁判官                       

稲   垣   雄   大 

 

 裁判長裁判官田中孝一は、転補のため署名押印することができない。 

 10 

 

 

裁判官                       

小   口   五   大 

  15 
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別紙  

被告製品目録 

 

 １ イ号製品 

   スマートフォン「docomo NEXT series AQUOS PHONE ZETA SH-09D」 5 

 ２ ロ号製品 

スマートフォン「docomo NEXT series AQUOS PHONE sv SH-10D」 

 ３ ハ号製品 

   スマートフォン「docomo NEXT series AQUOS PHONE ZETA SH-02E」 

 ４ ニ号製品 10 

   スマートフォン「AQUOS PHONE SERIE ISW16SH」 

 ５ ホ号製品 

   タブレット「AQUOS PAD SHT21」 

 ６ ヘ号製品 

   スマートフォン「AQUOS PHONE Xx 106SH」 15 

 ７ ト号製品 

   スマートフォン「AQUOS PHONE Xx SoftBank 203SH」 

  

                                  以上 

  20 
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別紙  

特許請求の範囲 

 

 【請求項１】 

 ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを後記中央演5 

算回路へ送信する入力手段と； 

 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信するとと

もに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する

無線通信手段と； 

 後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可能なデー10 

タファイルとを格納する記憶手段と； 

 前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基

づき、前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタ

イムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルと

して前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出した上で処理する中央演算回路と、15 

該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のＶＲＡＭに対してビットマップデータ

の書き込み／読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジ

タル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後

記インターフェース手段に送信するグラフィックコントローラと、から構成される

データ処理手段と； 20 

 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイ

パネルと、前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき

前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成

されるディスプレイ手段と； 

 外部ディスプレイ手段を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段を接続するかす25 

る周辺装置を接続し、該周辺装置に対して、前記グラフィックコントローラから受
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信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段

と； 

 を備える携帯情報通信装置において、 

 前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が「本来解像度がディ

スプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を処理して画像を表示する場5 

合に、前記単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像

度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデ

ータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプ

レイ制御手段に送信する機能と、前記単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネ

ルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、10 

「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デ

ジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と、を実現し、 

 前記インターフェース手段は、前記グラフィックコントローラから受信した「ビ

ットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルＲＧＢ、ＴＭＤＳ、

ＬＶＤＳ（又はＬＤＩ）及びＧＶＩＦのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデ15 

ジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信す

る機能を有する、 

 ことにより、 

 前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大き

い解像度を有する画像」を表示できるようにした、 20 

 ことを特徴とする携帯情報通信装置。 

                                  以上 
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別紙  

本件訂正前の特許請求の範囲 

 

【請求項１】 

 ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを後記データ5 

処理手段へ送信する入力手段と； 

 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記データ処理手段に送信すると

ともに、後記データ処理手段から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信

する無線通信手段と； 

 後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可能な10 

データファイルとを格納する記憶手段と； 

 前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基

づき、前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタ

イムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルと

して前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出した上で処理することによりデジタ15 

ル表示信号を生成するかして、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又

は後記インターフェース手段に送信するデータ処理手段と； 

 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイ

パネルと、前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき前記ディス

プレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディ20 

スプレイ手段と； 

 外部ディスプレイ手段を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段を接続するかす

る周辺装置を接続し、該周辺装置に対して、前記データ処理手段から受信したデジ

タル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段と； 

 を備える携帯情報通信装置において、 25 

 前記データ処理手段は、前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度
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を有する画像（以下、高解像度画像と略称する）のビットマップデータを生成して、

該ビットマップデータを前記インターフェース手段に送信する機能を有し、 

 前記インターフェース手段は、前記データ処理手段から受信したビットマップデ

ータを、デジタルＲＧＢ、ＴＭＤＳ、ＬＶＤＳ（又はＬＤＩ）及びＧＶＩＦのうち

のいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル5 

外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する、 

 ことを特徴とする携帯情報通信装置。 

                                  以上 
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別紙 

被告各製品の売上高 

 

被告製品 販売台数（台） 売上（千円） 

イ号 ●(省略)● ●(省略)● 

ロ号 ●(省略)● ●(省略)● 

ハ号 ●(省略)● ●(省略)● 

ニ号 ●(省略)● ●(省略)● 

ホ号 ●(省略)● ●(省略)● 

ヘ号 ●(省略)● ●(省略)● 

ト号 ●(省略)● ●(省略)● 

合計  81，994，589 

以上 

 5 


